
比
例
代
表
制
に
お
け
る
阻
止
条
項
に
つ
い
て

i
政
党
制
と
の
関
連
に
お
い
て
一

若
　
松

新

は
じ
め
に

　
E
・
フ
リ
ー
ゼ
ン
ハ
ー
ン
（
一
円
『
口
ω
け
　
書
目
圃
Φ
ω
Φ
づ
げ
P
げ
昌
）
に
よ
れ
ぽ
、
　
「
民
主
政
治
は
、
国
民
の
大
多
数
が
憲
法
の
基
盤
を
肯
定
し
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

民
が
議
会
に
お
い
て
多
数
派
を
形
成
し
、
こ
の
多
数
派
に
も
と
づ
い
て
政
府
を
つ
く
る
能
力
を
も
つ
場
合
に
お
い
て
の
み
存
在
し
う
る
」

の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
に
お
い
て
「
国
民
の
大
多
数
が
憲
法
の
基
盤
を
肯
定
す
る
」
と
い
う
要
件
は
、
　
「
政
党
が
、
今
日
で
は
一
般
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
る
」
と
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
「
政
党
（
の
大
多
数
）
が
憲
法
の
基
盤
を
肯
定
す
る
」
と
、

言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
は
、
憲
法
の
基
盤
を
肯
定
す
る
政
党
が
議
会
に
お
い
て
多
数
派
を
形

成
し
、
こ
の
多
数
派
（
与
党
会
派
）
に
基
づ
い
て
政
府
が
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
ボ
ン
基
本
法
が
定
め
る
よ
う
に
、
　
「
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

化
す
る
要
求
と
期
待
に
即
応
し
た
、
多
数
の
支
配
が
可
能
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
う
要
請
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
政
権
交
代
に
よ

っ
て
、
憲
法
の
基
盤
を
肯
定
す
る
野
党
が
政
権
に
つ
く
こ
と
が
、
可
能
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
一
九
一
九
年
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
選
挙
制
度
と
一
九
四
九
年
の
ボ
ン
基
本
法
の
選
挙
制
度
を
比
較
し
た
い

と
思
う
。
そ
も
そ
も
選
挙
制
度
は
、
M
・
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
（
竃
p
信
二
〇
①
∪
¢
く
巽
σ
q
興
）
が
「
政
党
制
と
選
挙
制
度
の
二
つ
は
、
永
久
に
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

び
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
し
ぼ
し
ば
分
析
に
よ
っ
て
は
分
離
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
二
つ
の
現
実
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
政
党
制
（
超
ω
3
ヨ
①
自
①
冨
a
ω
）
と
不
可
分
の
一
体
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
論
及
も
選
挙
制
度
の
み
な
ら
ず
、

そ
こ
で
選
出
さ
れ
た
政
党
が
織
り
な
す
、
与
野
党
の
対
立
の
構
図
に
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
選
挙
制
度
は
、
岡
野
加
穂
留
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
来
、
以
下
の
三
原
則
を
具
備
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
。　

ω
　
個
人
本
位
で
は
な
く
、
党
本
位
の
選
挙
を
行
う
こ
と
。

　
㈹
　
で
き
る
だ
け
（
個
人
の
）
金
の
か
か
ら
ぬ
よ
う
な
選
挙
に
す
る
こ
と
。
（
選
挙
の
公
営
化
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
㈹
　
死
票
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
。

　
そ
し
て
、
こ
の
三
原
則
に
適
合
す
る
の
が
、
ま
さ
に
比
例
代
表
制
で
あ
り
、
か
か
る
意
味
で
、
比
例
代
表
制
は
理
想
的
な
選
挙
制
度
で

あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
比
例
代
表
制
に
は
、
小
党
分
立
を
招
く
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
M
・
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
は
「
比
例

代
表
制
を
効
果
的
に
使
用
し
て
い
る
諸
国
の
大
部
分
は
、
そ
の
制
度
上
の
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
小
党
分
立
を
回
避
す
る
た
め
の
予
防

　
　
　
　
　
　
（
6
）

策
を
と
っ
て
い
る
」
と
、
指
摘
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
論
述
で
は
、
比
例
代
表
制
選
挙
の
制
度
的
欠
陥
で
あ
る
小
党
分
立
を
克
服
す
る
措
置
と
し
て
、
戦
後
西
ド
イ
ツ

で
採
用
さ
れ
た
、
比
例
代
表
制
の
議
席
配
分
に
あ
ず
か
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
阻
止
条
項
（
9
Φ
霞
匹
き
ω
Φ
旦
チ
H
Φ
ω
げ
。
匡
ユ
き
ω
Φ
ω
）

を
究
明
し
、
そ
の
結
果
、
政
権
担
当
能
力
を
有
す
る
政
党
が
議
会
に
進
出
し
た
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
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比例代表制における阻止条項について

阻
止
条
項
の
み
の
故
に
、
政
党
は
政
権
担
当
能
力
を
具
備
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
政
党
自
体
の
自
己
改
革
1
と
り
わ
け
国
民
政
党
化

－
が
政
権
担
当
能
力
の
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
後
者
の
詳
細
は
別
心
の
課
題
と
し
た
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
ま
ず
第
一
に
、
阻
止
条
項
、
と
り
わ
け
百
分
率
条
項
の
有
効
性
の
限
界
効
用
が
逓
減
し
、
五
％
を
超
え
て
、

一
〇
％
な
い
し
一
五
％
条
項
に
な
る
と
、
自
律
的
な
政
党
結
成
の
自
由
に
と
っ
て
、
か
え
っ
て
弊
害
と
な
る
こ
と
を
、
ボ
ン
基
本
法
に
先

立
っ
て
制
定
さ
れ
た
、
三
つ
の
州
憲
法
に
お
け
る
阻
止
条
項
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
た
い
。
か
か
る
目
的
で
、
主
と
し
て
、
バ

イ
エ
ル
ン
州
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
お
よ
び
ヴ
ュ
ル
テ
ソ
ベ
ル
ク
・
バ
ー
ゲ
ン
州
の
実
情
を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
、
阻
止
条
項
が
な
い
事
例

と
し
て
一
九
五
一
年
半
五
五
年
の
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
、
ま
た
、
一
山
選
挙
区
議
席
を
要
件
と
し
、
明
ら
か
に
阻
止
条
項
が
強
す
ぎ
る

事
例
と
し
て
シ
ュ
レ
ー
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
を
も
取
り
上
げ
た
い
。

　
つ
い
で
、
阻
止
条
項
と
政
党
制
と
の
相
関
関
係
を
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
の
戦
前
と
戦
後
の
体
制
で
あ
る
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
ボ
ン
基

本
法
と
の
比
較
に
お
い
て
検
討
し
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
三
州
に
お
け
る
実
験
を
も
加
味
し
、
最
終
的
に
は
国
際
比
較
に
よ
っ
て
、
阻
止
条
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
政
党
制
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
の
、
一
つ
の
数
量
化
可
能
な
法
則
を
模
索
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
、
本
稿
で
は
、
政
党
の
政
権
担
当
能
力
の
考
察
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
密
接
不
可
分
の

関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
政
党
制
と
選
挙
制
度
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
政
党
制
と
阻
止
条
項
と
の
関
係
を
焦
点
に
、
そ
の
有
機
的

関
連
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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→

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
ボ
ソ
基
本
法
に
お
け
る
選
挙
制
度
と
政
党
制
の
比
較

　
一
阻
止
条
項
を
め
ぐ
っ
て
一

116

　
a
　
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
の
小
党
乱
立
状
況

　
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ
議
会
に
お
い
て
は
、
　
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
二
二
条
が
「
ω
議
員
は
、
普
通
、
平
等
、
直
接
、
秘
密

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

選
挙
に
よ
り
、
比
例
代
表
（
＜
①
昏
昏
ヨ
一
ω
≦
鋤
三
）
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
満
二
〇
才
以
上
の
男
子
お
よ
び
女
子
が
選
挙
す
る
。
…
…
」
と

定
め
て
い
た
。
こ
の
憲
法
の
も
と
の
選
挙
制
度
で
は
、
厳
密
に
六
万
票
（
端
数
が
生
じ
た
時
は
三
万
票
以
上
）
ご
と
に
一
議
席
を
与
え
た

　
（
9
）

た
め
、
著
し
い
小
党
分
立
状
況
を
ま
ね
い
た
。

　
こ
の
制
度
は
、
一
九
一
九
年
の
憲
法
制
定
国
民
会
議
で
、
＝
五
一
万
票
（
得
票
率
三
七
・
九
％
）
を
獲
得
し
た
S
P
D
（
ド
イ
ツ
社

会
民
主
党
）
と
二
三
二
万
票
（
得
票
藁
筆
・
六
％
）
を
獲
得
し
た
U
S
P
D
（
ド
イ
ツ
独
立
社
会
民
主
党
）
が
、
分
裂
す
る
以
前
に
、
一

八
九
一
年
エ
ア
フ
ル
ト
S
P
D
党
大
会
で
採
択
し
た
綱
領
が
、
婦
人
参
政
権
を
も
含
め
た
、
二
〇
才
以
上
の
全
国
民
の
、
普
通
、
平
等
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

直
接
、
秘
密
選
挙
を
要
求
す
る
と
共
に
、
「
比
例
代
表
選
挙
制
度
（
嘆
0
8
三
〇
轟
7
芝
四
三
昌
ω
け
①
ヨ
）
」
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す

る
。　

問
題
と
な
る
の
は
、
　
（
議
会
の
多
数
派
の
信
任
に
依
拠
す
る
）
政
府
（
与
党
）
と
憲
法
の
基
盤
に
忠
実
な
（
建
設
的
）
野
党
と
い
う
関

係
を
確
立
す
る
機
会
が
、
憲
法
理
論
上
は
少
な
く
と
も
、
一
種
の
議
会
に
支
持
さ
れ
た
政
府
（
b
p
≡
①
ヨ
Φ
窪
田
員
σ
q
。
＜
Φ
唇
ヨ
①
口
け
）
が
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

在
し
て
い
た
最
初
の
一
〇
年
間
に
、
一
度
も
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
政
党
状
況
は
、
図
1
が
示
す



比例代表制における阻止条項について

よ
う
に
、
憲
法
の
基
盤
に
忠
実
な
政
党
に
対
す
る
、
左
右
両
極
の
憲
法
の
基
盤
を
否
定
す
る
政
党
の
攻
撃
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
こ

の
点
で
S
P
D
が
U
S
P
D
と
分
裂
し
、
後
者
が
、
　
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
は
、
す
べ
て
の
階
級
を
排
除
し
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

配
を
廃
止
す
る
た
め
の
、
革
命
的
手
段
で
あ
る
」
と
規
定
し
、
憲
法
に
敵
対
し
て
い
た
こ
と
は
、
無
視
し
え
な
い
損
失
で
あ
っ
た
。

　
一
九
五
四
年
か
ら
五
七
年
ま
で
、
自
由
民
主
党
（
F
D
P
）
連
邦
委
員
長
に
在
職
し
た
、
F
D
P
左
派
に
位
置
す
る
、
バ
イ
エ
ル
ン
州

の
T
．
デ
ー
ラ
i
（
一
門
げ
O
ゴ
P
鋤
ω
　
一
）
Φ
『
一
Φ
「
）
は
、
　
一
九
四
六
年
九
月
一
一
日
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
制
定
会
議
で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代

の
小
党
乱
立
が
、
政
府
の
組
閣
を
前
提
と
し
な
い
倒
閣
工
作
に
よ
っ
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
独
裁
の
つ
け
入
る
素
地
を
醸
し
出
し
た
こ
と
に
対

し
て
、
以
下
の
よ
う
に
「
無
責
任
な
野
党
」
を
批
判
し
た
。

　
　
　
…
…
確
か
に
、
責
任
感
の
な
い
野
党
（
①
ぎ
①
く
Φ
H
き
薯
。
目
ε
品
ω
δ
ω
①
○
窩
。
ω
三
8
）
が
、
自
ら
、
倒
閣
し
よ
う
と
す
る
政
府
に

　
　
代
わ
っ
て
、
後
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
倒
閣
せ
し
め
る
場
合
に
は
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
状
況
と
困
難
を
生
ぜ
し
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
混
乱
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
議
会
政
治
に
お
い
て
、
小
党
分
立
状
況
が
生
じ
、
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
の
始
め
の
一
四
年
間
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

一
四
人
の
首
相
、
二
二
の
内
閣
が
交
代
し
、
し
か
も
一
九
三
三
年
一
月
目
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
を
も
含
め
た
、
二
三
内
閣
中
一
四
内
閣
が
、
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

権
に
参
加
し
て
い
る
与
党
の
得
票
率
の
上
で
は
、
少
数
党
内
閣
で
あ
っ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
無
制
限
な
比
例
代
表
制
が
生
ぜ
し
め
た

小
党
乱
立
の
故
に
、
政
権
担
当
能
力
を
備
え
た
与
党
を
形
成
す
る
た
め
の
、
議
会
に
お
け
る
多
数
派
工
作
が
う
ま
く
い
か
ず
、
政
権
の
基

盤
が
脆
弱
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
議
会
を
否
定
す
る
ナ
チ
ス
の
独
裁
の
一
因
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
一
九
二
九
年
三
月
に
、

D
D
P
（
ド
イ
ツ
民
主
党
）
が
、
小
選
挙
区
多
数
代
表
制
に
よ
る
議
員
の
半
数
の
選
出
と
比
例
代
表
制
に
よ
る
残
り
の
半
数
の
選
出
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

う
折
衷
案
を
提
案
す
る
と
共
に
、
三
％
の
阻
止
条
項
を
提
案
し
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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b
　
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
三
党
制
へ
の
移
行
の
背
景

　
　
　
　
－
国
民
政
党
化
一

　
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す
る
抵
抗
に
身
を
捧
げ
、
　
一
九
四
四
年
七
月

二
〇
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
未
遂
事
件
の
後
に
、
処
刑
さ
れ
た
、

元
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ツ
ヒ
市
長
（
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
三
七
年
に

か
け
て
在
職
）
C
・
ゲ
ル
デ
ラ
ー
（
O
鋤
『
一
（
甲
O
①
『
鳥
①
一
〇
同
）
は
、

小
党
分
立
を
回
避
す
る
た
め
に
、
三
党
制
が
望
ま
し
い
こ
と

を
、

要
旨
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
た
。

…
…
新
し
い
自
由
（
＝
σ
Φ
「
巴
）
な
国
家
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル

時
代
の
不
幸
な
小
党
分
立
（
一
〇
党
制
か
ら
一
五
党
制
…
引

用
者
）
の
再
現
を
、
阻
止
す
る
た
め
に
、
最
強
の
三
政
党

の
み
を
活
躍
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
観
点
か
ら
、

決
戦
投
票
や
比
例
配
分
の
な
い
、
純
粋
な
多
数
決
選
挙
と

い
う
、
英
国
の
選
挙
制
度
が
ま
さ
に
効
果
を
持
ち
、
議
員

は
自
ら
の
選
挙
区
に
定
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

う
規
定
が
効
力
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
。
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数字は議席数。太線は民主的政党と両極の反民主的政党との境界を示す。社会民主党と

旧中爽党系のキリスト教民主・社会同盟が戦後の二大政党となる。

　
C
・
ゲ
ル
デ
ラ
ー
の
想
定
し
て
い
た
三
党
制
は
、
　
お
そ
ら

く
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
正
常
に
機
能
し
て
い
た
当
時
の
、
ワ

イ
マ
ー
ル
連
合
の
S
P
D
、
中
央
党
（
Z
）
、
ド
イ
ツ
民
主
党

（
D
D
P
）
の
三
党
に
匹
敵
す
る
、
新
し
い
三
党
制
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
C
・
ゲ
ル
デ
ラ
ー
自
身
の
覚
書
に
よ
れ
ぽ
、

中
央
党
の
宗
派
心
（
閑
。
蔑
Φ
ω
風
。
旨
β
。
二
ω
三
冠
ω
）
は
、
　
マ
ル
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

主
義
と
同
様
に
、
破
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
彼
自
身
み
な

し
て
い
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
．

社
会
同
盟
（
C
D
U
／
C
S
U
）
が
国
民
政
党
と
し
て
新
生
す

る
た
め
に
は
、
超
宗
派
的
な
立
場
に
よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的

な
宗
派
中
心
主
義
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
点
で
K
・
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
す
で
に
一
九
四
六
年

二
月
一
ご
一
日
の
書
簡
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
唯
物
主
義
的
世

界
観
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
特
定
の
宗
派
的
拘
束
に
と
ら
わ
れ

ず
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
、
倫
理
お
よ
び
政
治
行
動
に
立
つ

者
を
、
C
D
U
は
受
け
入
れ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
た
。

　
　
　
…
…
私
見
に
よ
れ
ぽ
…
…
将
来
、
唯
物
主
義
世
界
観
の

119



　
　
信
奉
者
と
唯
物
主
義
世
界
観
に
対
す
る
反
対
者
と
を
、
区
別
す
る
こ
と
が
絶
対
必
要
に
な
り
、
さ
ら
に
、
唯
物
主
義
世
界
観
に
反
対

　
　
す
る
す
べ
て
の
者
を
、
糾
合
す
る
必
要
が
あ
り
、
我
々
が
結
集
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
極
め
て
大
き
な
価
値
を
思
い
出
す
。
私

　
　
は
、
個
人
の
自
由
が
我
々
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
契
機
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
画
一
化
と
圧
政
か
ら
、
我
々
は
、
格

　
　
段
の
距
離
を
置
く
こ
と
を
保
障
す
る
。
我
々
は
、
特
定
の
宗
派
の
拘
束
に
と
ら
わ
れ
ず
、
一
般
的
に
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
観
と
キ
リ

　
　
ス
ト
教
倫
理
の
土
壌
に
立
ち
、
そ
の
政
治
行
動
を
そ
れ
に
基
づ
い
て
決
定
す
る
者
を
も
、
党
員
と
し
て
歓
迎
す
る
こ
と
は
、
全
く
自

　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
明
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
新
し
く
結
成
さ
れ
た
C
D
U
は
、
一
九
四
五
年
以
降
「
国
民
政
党
」
と
し
て
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
、
C
D
U
の

政
治
的
統
合
概
念
は
、
　
（
自
営
業
者
、
会
社
員
、
公
務
員
、
大
多
数
の
カ
ト
リ
ッ
ク
労
働
者
と
い
う
）
階
層
横
断
的
で
あ
り
、
C
D
U
は

（
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
的
、
自
由
〔
リ
ベ
ラ
ル
〕
な
、
な
い
し
保
守
的
な
、
基
本
観
念
と
い
う
）
多
元
主
義
的
な
世
界
観
の
源
泉
を
有
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

そ
の
結
果
、
C
D
U
の
超
宗
派
的
糾
合
政
党
と
し
て
の
設
立
と
、
政
党
国
家
の
一
般
的
承
認
が
、
西
独
の
政
党
制
の
発
展
を
決
定
的
に
規

　
　
　
　
（
2
0
）

定
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
結
局
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
時
代
に
お
け
る
、
災
厄
に
満
ち
た
小
党
分
立
の
教
訓
と
、
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
共
通
の
闘
い
の
経
験
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

戦
後
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
宗
派
を
越
え
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
国
民
政
党
、
C
D
U
／
C
S
U
の
設
立
へ
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
S
P
D
も
戦
後
い
ち
早
く
、
国
民
政
党
化
路
線
を
た
ど
っ
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
、
以
下
の
六
点
が
研

究
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
1
、
戦
後
、
S
P
D
が
、
反
共
主
義
を
唱
え
、
ソ
連
の
支
配
の
及
ば
な
い
所
で
自
ら
の
政
策
を
展
開
し
よ
う
と
欲
し
た
こ
と
。

　
2
、
戦
後
、
S
P
D
が
、
欧
州
統
合
論
を
、
他
の
西
欧
諸
国
に
先
が
け
て
主
張
し
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
、
英
国
の
政
治
家
チ
ャ
ー
チ
ル
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の
「
一
種
の
欧
州
合
衆
国
」
論
や
、
米
国
国
務
長
官
の
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
が
提
唱
さ
れ
た
こ
と
。

　
3
、
S
P
D
に
お
い
て
「
自
由
で
民
主
的
な
社
会
主
義
」
な
い
し
「
自
由
な
社
会
主
義
」
と
い
う
名
辞
が
公
式
化
さ
れ
、
西
側
と
の
統

　
合
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
。

　
4
、
S
P
D
の
国
民
政
党
化
路
線
に
及
ぼ
し
た
、
一
九
五
一
年
半
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
。
ナ
ル
の
反
共
主
義
と
、
自
由
な
民
主
主

　
義
を
謳
っ
た
宣
言
の
影
響
。

　
5
、
一
九
五
九
年
の
S
P
D
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領
で
、
脱
マ
ル
ク
ス
主
義
が
徹
底
さ
れ
、
民
主
主
義
に
よ
っ
て
の
み
社
会
主
義
は
実

　
現
さ
れ
る
こ
と
を
謳
っ
た
こ
と
。

　
6
、
こ
の
綱
領
を
、
与
党
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
が
い
か
に
評
価
し
、
一
九
六
一
年
の
連
邦
議
会
選
挙
で
、
S
P
D
を
左
の
国

　
民
政
党
と
し
て
公
認
し
た
か
。

　
こ
の
課
題
の
う
ち
、
1
と
2
は
、
戦
争
直
後
の
S
P
D
の
動
向
を
特
微
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
3
は
、
主
と
し
て
S
P
D
の
綱
領
上
の

発
展
に
か
か
わ
り
、
4
、
5
と
6
は
、
S
P
D
の
綱
領
の
比
較
を
主
体
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
別
稿
の
課
題
と
し
た
い
。

　
元
来
、
国
民
政
党
（
＜
o
涛
ω
冨
訴
Φ
一
）
の
概
念
は
、
市
民
政
党
（
σ
母
α
q
興
一
一
〇
げ
Φ
℃
霞
け
Φ
一
）
の
階
級
政
党
（
国
δ
ω
ω
①
呂
費
8
一
）
に
対
す

る
、
イ
デ
オ
p
ギ
ー
的
な
闘
争
概
念
と
し
て
生
じ
た
。
市
民
政
党
は
、
社
会
主
義
的
、
な
い
し
社
会
民
主
主
義
的
労
働
者
党
に
対
抗
し

て
、
自
ら
を
「
国
民
政
党
」
と
自
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
「
全
国
民
に
」
向
け
ら
れ
て
お
り
、
自
ら
の
政
治
的
要
求
に
よ
れ

ぽ
、
　
「
単
に
一
つ
一
つ
の
社
会
的
階
級
な
い
し
階
層
の
み
を
、
代
表
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
全
国
民
を
代
表
し
よ
う
と
欲
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
こ
と
」
を
、
第
一
に
表
明
す
べ
き
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
階
級
政
党
な
い
し
世
界
観
上
の
政
党
と
し
て
、
戦
後
出

発
し
た
S
P
D
は
、
当
時
の
、
　
（
産
業
労
働
者
と
い
う
）
単
一
の
社
会
階
層
を
統
合
の
対
象
と
し
、
　
一
元
的
な
（
社
会
主
義
と
い
う
）
世
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（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

界
観
の
源
泉
に
の
み
拘
泥
し
て
い
た
の
で
は
、
選
挙
に
お
い
て
「
三
〇
％
の
壁
」
を
越
え
ら
れ
な
い
が
故
に
、
早
急
に
国
民
政
党
化
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
こ
れ
に
対
し
て
F
D
P
は
、
国
民
政
党
と
自
称
し
て
い
る
が
、
全
有
権
者
の
一
〇
％
に
満
た
な
い
得
票
の
み
を
獲
得
し
て
い
る
（
一
一

回
の
連
邦
議
会
選
挙
で
の
平
均
得
票
率
は
九
・
一
％
で
あ
る
）
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
依
然
と
し
て
国
民
の
一
部
の
み
を
代
表
す
る
、
言
わ

ば
「
部
分
政
党
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
権
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
ほ
と
ん
ど
常
に
連
立
政
権
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
（
F

D
P
が
政
権
を
担
当
し
な
か
っ
た
の
は
、
一
九
五
七
年
か
ら
六
一
年
ま
で
と
、
一
九
六
六
年
か
ら
六
九
年
、
一
九
八
二
年
九
月
か
ら
一
〇

月
ま
で
の
三
回
の
み
で
あ
る
）
が
故
に
、
F
D
P
の
存
在
は
無
視
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
c
　
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
阻
止
条
項
と
三
党
制
へ
の
移
行

　
以
上
の
よ
う
な
、
政
党
自
身
の
国
民
政
党
化
と
共
に
、
選
挙
制
度
に
お
け
る
阻
止
条
項
と
い
う
、
弱
小
政
党
淘
汰
の
た
め
の
手
段
が
相

働
い
て
、
戦
後
西
独
に
お
い
て
（
C
・
ゲ
ル
デ
ラ
ー
が
か
つ
て
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す
る
抵
抗
運
動
の
中
で
描
い
た
）
三
党
制
が
実
現
し
た
の

で
あ
る
。
以
下
、
連
邦
議
会
選
挙
に
お
け
る
政
党
制
、
つ
い
で
州
（
ラ
ン
ト
）
議
会
選
挙
に
お
け
る
政
党
制
を
、
阻
止
条
項
と
の
か
ね
あ

い
で
概
観
し
た
い
と
思
う
。

　
C
・
ゲ
ル
デ
ラ
ー
が
昔
日
に
描
い
た
よ
う
に
、
C
D
U
／
C
S
U
は
、
イ
ギ
リ
ス
式
の
小
選
挙
区
多
数
代
表
制
を
、
一
九
四
九
年
の
連

邦
選
挙
法
の
審
議
に
際
し
て
主
張
し
、
比
例
代
表
制
に
固
執
す
る
S
P
D
と
対
立
し
た
。
両
者
の
基
本
法
審
議
会
で
の
勢
力
が
拮
抗
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
一
九
四
九
年
八
月
一
四
日
の
第
一
回
連
邦
議
会
の
み
に
適
用
さ
れ
る
法
律
と
し
て
、
制
定
さ
れ
た
選
挙
法
で
は
、
小
選

挙
区
制
と
比
例
代
表
制
の
結
合
方
式
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
方
式
は
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
区
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
議
会
選
挙
法
を
範
と
し
た



比例代表制における阻止条項について

　
　
　
　
（
％
）

も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
会
議
選
挙
法
に
よ
れ
ば
、
州
議
会
議
員
の
三
分
の
二
（
九
五
名
）
は
、
小
選
挙
区
多
数
代
表
制
の
方
法
で
選
ば

れ
、
残
り
の
三
分
の
一
（
五
四
名
）
は
、
名
簿
式
比
例
代
表
制
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
。
ま
た
、
比
例
代
表
制
の
議
席
配
分
に
あ
ず
か
る
た

め
に
は
、
政
党
は
州
全
体
で
得
票
の
五
％
を
獲
得
す
る
か
、
も
し
く
は
、
小
選
挙
区
で
一
議
席
を
獲
得
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

阻
止
条
項
に
よ
っ
て
、
泡
沫
政
党
は
排
除
さ
れ
て
い
た
。

　
一
九
四
九
年
の
連
邦
選
挙
法
に
お
い
て
は
、
四
〇
〇
名
の
総
議
員
の
う
ち
、
六
〇
％
は
二
四
二
の
小
選
挙
区
に
お
い
て
多
数
代
表
制
に

よ
り
選
出
さ
れ
、
残
り
四
〇
％
は
州
名
簿
に
よ
っ
て
、
大
政
党
に
有
利
な
ド
ソ
ト
式
に
よ
っ
て
比
例
配
分
さ
れ
た
。
投
票
は
一
票
の
み
で
、

こ
の
一
票
は
、
小
選
挙
区
の
候
補
者
に
投
票
さ
れ
る
と
同
時
に
、
当
該
候
補
老
の
所
属
政
党
に
投
票
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
た
。
各
党
が
州

で
比
例
配
分
さ
れ
た
当
選
者
数
か
ら
、
小
選
挙
区
の
当
選
者
数
を
差
し
引
い
て
、
残
り
を
州
名
簿
よ
り
当
選
さ
せ
る
方
式
が
と
ら
れ
た
。

こ
の
選
挙
法
に
お
い
て
は
、
州
に
お
い
て
有
効
投
票
の
少
な
く
と
も
五
％
、
ま
た
は
、
一
悪
選
挙
区
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
だ
け
が
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

該
州
に
お
い
て
州
名
簿
議
席
の
配
分
を
う
け
る
、
阻
止
条
項
が
設
け
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
第
一
回
連
邦
議
会
選
挙
の
結
果
、
一
〇
党
制
と
な
り
、
四
〇
二
議
席
中
、
＝
ご
九
議
席
を
獲
得
し
た
C
D
U
／
C
S
U
、
五
二
議
席
の

F
D
P
、
一
七
議
席
の
D
P
（
ド
イ
ツ
党
）
が
、
合
計
二
〇
八
議
席
を
擁
し
て
、
K
・
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
首
相
の
下
、
連
立
政
権
を
組
閣

　
（
2
8
）

し
た
。

　
一
九
五
三
年
九
月
六
日
の
第
二
回
連
邦
議
会
選
挙
で
は
、
小
選
挙
区
二
四
二
名
と
州
名
簿
二
四
二
名
の
、
合
計
四
八
四
名
に
議
員
定
員

が
増
大
し
、
投
票
者
は
小
選
挙
区
へ
の
第
一
投
票
と
州
名
簿
（
比
例
代
表
）
へ
の
第
二
投
票
の
、
計
二
票
を
投
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま

た
、
阻
止
条
項
が
強
化
さ
れ
て
、
全
連
邦
を
通
じ
て
有
効
な
第
二
投
票
の
五
彩
を
獲
得
す
る
か
、
ま
た
は
、
一
小
選
挙
区
議
席
を
獲
得
し
た
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図2　1949～87年の連邦議会選挙の結果（議席数と議席率）

　　麟室。囮…　□鯉。日叢描教目差嫌教園共戯國影
響鱒鵜49151
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（代議士、496名）1972：

第8期連邦議会
（代議士、496名11976i

第9期連邦議会
（代議」：、　ら97名）　1980　三．．．．

第10期連邦議会
（代議士、　498名）　1983　＝　　　h．

第11期5皇邦5言義会　　　　　　　　　　　　　　　　　．謄，謄

（代議士、497名）1987．＝
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1簸｛1鵬灘｛舞17 41 215　　　　　　　　55

ii撲聴唖｝li｝iiii餐，　　　　　　　辱、　　　　　　　　気

6ア 192　　　　　　　50

・…鍵灘：藝藥lllii蓑｛ii蓑ll
49 196　　　　　　　49

・………窪’・・蛛E・，蕪弓懸i灘、、・饗ii馨・3・ 193　　　　　　　49　　　　　　　　　　　　　　　一．一

再・’…．＿．、1・・
…i・・二
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S226に基づいて作成した。

政
党
の
み
が
、
州
名
簿
の
配
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
選
挙
の
結
果
、
六
党
制
と
な
り
、
四
八
七
議

席
中
、
二
四
三
議
席
を
獲
得
し
た
C
D
U
／
C
S
U
、

四
八
議
席
の
F
D
P
、
二
七
議
席
の
G
B
／
B
H
E

（
全
ド
イ
ツ
ブ
p
ッ
ク
／
難
民
党
）
、
　
一
五
議
席
の
D

P
が
、
合
計
三
三
三
議
席
を
占
め
、
第
二
次
ア
ー
デ
ナ

ウ
ア
ー
内
閣
が
発
足
し
た
。
後
に
、
G
B
／
B
H
E
と

D
P
は
連
立
政
権
か
ら
離
脱
し
た
が
、
C
D
U
／
C
S

U
と
F
D
P
は
依
然
と
し
て
多
数
派
を
占
め
、
政
権
は

　
　
　
（
3
0
）

存
続
し
た
。

　
一
九
五
七
年
九
月
一
五
日
の
第
三
回
連
邦
議
会
選
挙

以
降
、
一
九
八
七
年
の
選
挙
で
ヘ
ア
ー
・
ニ
イ
マ
イ
ヤ
：

　
　
　
　
　
（
樋
）

式
が
ド
ン
ト
式
の
比
例
配
分
に
と
っ
て
か
わ
る
ま
で
、

選
挙
制
度
は
不
変
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
九
五
七
年
の
選

挙
制
度
で
は
、
小
選
挙
区
二
四
七
名
、
比
例
代
表
（
州

名
簿
）
二
四
七
名
に
増
員
さ
れ
、
か
つ
、
阻
止
条
項
が

さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
、
全
連
邦
を
通
じ
て
有
効
な
第
二
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投
票
の
五
％
、
ま
た
は
、
三
脚
選
挙
区
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
の
み
が
、
州
名
簿
の
配
分
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
た
。
一
九
五
七
年
の
選

挙
の
結
果
、
四
党
制
に
な
り
、
二
七
〇
議
席
の
C
D
U
／
C
S
U
、
一
七
議
席
の
D
P
が
連
立
政
権
を
組
閣
し
、
後
に
C
D
U
／
C
S
U

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

の
単
独
政
権
と
な
っ
た
。
一
九
五
六
年
八
月
一
七
日
に
、
K
P
D
（
共
産
党
）
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
、
K
P
D
は
こ
の
選
挙
に
は
参
加
し

な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
K
P
D
は
一
九
五
三
年
の
選
挙
で
も
、
す
で
に
0
議
席
で
あ
っ
た
。

　
一
九
六
一
年
の
連
邦
議
会
選
挙
で
、
始
め
て
、
C
D
U
／
C
S
U
、
S
P
D
、
F
D
P
の
三
党
制
が
実
現
し
、
一
九
八
三
年
の
選
挙
で

緑
の
党
（
G
）
が
登
場
す
る
ま
で
、
こ
の
三
党
が
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
政
界
の
安
定
に
寄
与
し
た
。
こ
の
間
、
一
九
六
九
年
の
連
邦
議
会

選
挙
で
は
、
ネ
オ
・
ナ
チ
党
で
あ
る
N
P
D
が
四
・
三
％
の
得
票
を
獲
得
し
た
が
、
　
「
五
％
条
項
」
と
呼
ば
れ
る
阻
止
条
項
の
故
に
、
0

議
席
に
終
り
、
両
極
の
過
激
派
の
政
界
へ
の
進
出
を
、
有
効
に
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
図
2
は
、
連
邦
議
会
議
員
の
政
党
別
割
合
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。

比例代表制における阻止条項について

二
州
（
ラ
ン
ト
）
に
お
け
る
阻
止
条
項
と
政
党
制

　
a
　
ヘ
ッ
セ
ン
州

　
以
上
、
一
に
お
い
て
連
邦
議
会
に
お
け
る
阻
止
条
項
と
政
党
制
の
関
連
を
見
て
き
た
が
、
ボ
ン
基
本
法
が
成
立
す
る
以
前
に
、
州
（
ラ

ン
ト
）
の
レ
ベ
ル
で
は
、
す
で
に
、
一
五
％
条
項
や
一
〇
％
条
項
、
な
い
し
五
％
条
項
と
い
う
様
々
な
比
率
の
阻
止
条
項
が
導
入
さ
れ
、

地
方
自
治
の
上
で
実
験
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
以
下
の
論
述
に
お
い
て
、
阻
止
条
項
の
限
界
と
阻
止
条
項
が
余
り
に
強
い
場
合

の
弊
害
を
も
理
解
す
る
目
的
で
、
こ
れ
ら
の
州
の
レ
ベ
ル
で
の
実
験
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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（
鈎
）

　
ま
ず
、
一
五
％
条
項
は
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
地
方
自
治
体
選
挙
法
（
囚
O
巨
b
ρ
口
昌
p
Ω
一
≦
飴
げ
一
「
Φ
O
げ
け
）
上
、
初
の
市
町
村
選
挙
で
用
い
ら
れ
、

共
産
党
（
K
P
D
）
の
進
出
に
歯
止
め
を
か
け
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
六
年
五
月
二
六
日
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
市
（
人
口

五
四
万
人
）
選
挙
で
は
、
一
二
・
一
％
を
獲
得
し
た
K
P
D
は
0
議
席
と
な
り
、
C
D
U
と
S
P
D
の
二
党
制
が
成
立
し
た
。
同
日
の
ヴ

ィ
ー
ス
パ
ー
デ
ン
市
（
人
口
二
〇
万
人
）
選
挙
で
も
、
一
〇
・
七
％
の
K
P
D
が
同
じ
く
0
議
席
と
な
り
、
C
D
U
と
S
P
D
の
二
党
制

が
成
立
し
、
同
日
の
カ
ッ
セ
ル
市
（
人
口
一
九
万
人
）
選
挙
で
も
、
一
〇
・
四
％
の
K
P
D
は
0
議
席
に
終
り
、
さ
ら
に
同
日
の
ダ
ル
ム

シ
ュ
タ
ッ
ト
市
（
人
口
一
〇
万
人
、
米
国
軍
司
令
部
の
所
在
地
）
選
挙
で
は
、
実
に
二
二
∴
二
％
を
獲
得
し
た
K
P
D
が
0
議
席
と
な

り
、
各
々
C
D
U
と
S
P
D
の
二
党
制
が
成
立
し
て
い
る
。
以
下
同
じ
く
、
オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
市
（
人
口
八
万
人
）
で
は
K
P
D
（
一

二
・
二
％
、
0
議
席
）
、
ギ
ー
セ
4
ン
市
（
人
口
四
万
人
）
で
は
K
P
D
（
九
・
八
％
、
0
議
席
）
、
フ
ル
ダ
市
（
人
口
三
万
人
）
で
は
K
P

D
（
五
・
一
％
、
0
議
席
）
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
市
（
人
口
三
万
人
）
で
は
K
P
D
（
六
・
九
％
、
0
議
席
）
、
ハ
ナ
ウ
市
（
人
口
三
万
人
）

で
は
K
P
D
（
二
六
・
○
％
、
二
四
議
席
中
六
議
席
）
、
バ
ー
ト
・
ホ
ン
ブ
ル
ク
市
（
人
口
二
万
人
）
で
は
K
P
D
（
九
・
○
％
、
0
議

席
）
、
ヴ
ェ
ツ
ラ
ー
市
（
人
口
二
万
人
）
で
は
K
P
D
（
一
〇
・
七
％
、
0
議
席
）
、
エ
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
ゲ
市
（
人
口
二
万
人
）
で
は
K
P
D

（
六
・
一
％
、
0
議
席
）
、
ペ
ン
ス
ハ
イ
ム
市
（
人
口
一
万
人
）
で
は
K
P
D
（
八
・
○
％
、
0
議
席
）
と
、
唯
一
の
例
外
で
あ
る
ハ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

ウ
市
を
除
い
て
、
ヘ
ッ
セ
ソ
州
内
の
す
べ
て
の
都
市
の
市
町
村
（
O
①
ヨ
①
一
巳
①
）
選
挙
で
、
K
P
D
は
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
一
五
％
と
い
う
数
値
は
、
市
町
村
と
い
う
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
作
用
す
る
と
は
い
え
、
他
に
あ
ま
り
例
が
な
い
（
表
3
参
照
）
。
　
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
で
は
、
全
国
レ
ベ
ル
で
四
％
の
阻
止
条
項
が
あ
り
、
例
外
と
し
て
二
八
あ
る
選
挙
区
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
お
い
て
一
二
％
を
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
．
」
）

得
し
た
政
党
が
、
当
該
選
挙
区
レ
ベ
ル
で
の
み
一
議
席
の
配
分
に
あ
ず
か
れ
る
、
と
い
う
一
二
％
条
項
が
あ
る
。
仮
に
ヘ
ッ
セ
ン
市
町
村

選
挙
で
、
一
五
％
条
項
で
は
な
く
、
一
二
％
条
項
が
適
用
さ
れ
だ
と
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
市
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
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比例代表制における阻止条項について

表3　阻止条項と政党制

国 名 阻止条項
の高さ（％）

使用対象と追加条件 政　党　制

西　　ド　イ　　ツ

スウェーデン

ス　　ペ　　イ　　ン

デ　ン　マ　一　ク

イ　ス　ラ　エ　ノレ

ワイ・マール・ドイツ

5％

496

3％

2％

1％

0％

全国レベル（ないし3
小選挙区で直接議席）

全国レベル（ないし選
挙区で12％）

選挙区レベル

全国レベル（ないし1
小選挙区で直接議席）

全国レベル

3～4党制

5　党　制

4主要政党と4
～6少数政党制

5～11党制

．9～12党制

10～15党制

　本田は，Dieter　Nohlen，肱ぬ地6配3‘η6勲プ’6々ηs甥’θ㎎Leske十Budrich，

1986，S．61，175，岡野加穂留『世界の議会5　ヨーロッパ〔IH〕』（ぎょうせい　19

83年）46－48，148－151頁および真鍋一史「イスラエル」60－65頁，飯坂・清水

・堀江・宮里編『世界政治ハンドブック』（有斐閣　1982年）に基づいて作成した。

なお，デンマークでは，さらに三地域一コペンハーゲン，島，ユトランド半
島一の少なくとも一地域において，有効投票を議席総数で割った基数以上の

得票があること，という条件が追加される。清水望『北欧デモクラシーの政治
機構』（成文堂　1974年）190－191頁，参照。

短
所
、
例
え
ば
、
多
数
派
形
成
を
妨
げ
る
も
の
を
阻
止

目
的
を
持
っ
て
い
た
（
ヘ
ッ
セ
ソ
憲
法
草
案
五
八
条
三

項翁す
％）る

防
止
し
う
る
し
も
の
で
あ
り
、
比
例
代
表
制
に
結
び
つ
い
た

草
案
解
説
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
規
定
は
「
泡
沫
政
党
の
形
成
を

ト
市
、
ナ
ッ
フ
ェ
ソ
バ
ッ
ハ
市
で
も
K
P
D
が
進
出
し
た
こ

と
に
な
る
。
図
1
に
示
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
小
党
乱
立
状

況
も
、
　
一
二
％
条
項
で
は
な
く
、
　
一
五
％
条
項
で
な
い
と
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

値
の
上
で
は
有
効
に
対
処
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
、
現
行
の

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
S
P
D
と
C
D
U
／
C
S
U
を
中
心
と

し
、
そ
れ
に
F
D
P
を
加
え
た
、
い
わ
ゆ
る
二
と
二
分
の
一

　
　
（
3
9
）

政
党
制
へ
の
移
行
が
、
五
％
条
項
の
結
果
の
み
で
は
な
く
、

む
し
ろ
経
済
の
好
況
の
故
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
政
党
が
拾
頭
し

　
　
　
　
　
　
　
（
0
4
）

な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
す
る
指
摘
が
あ
る
こ
と
は
、
注
目

　
　
　
（
4
1
）

に
値
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
一
九
四
六
年
六
月
に
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
憲
法
起
草
委
員
会
が

ま
と
め
た
憲
法
草
案
は
、
五
％
を
超
え
な
い
限
り
で
、
百
分

率
条
項
を
選
挙
法
は
含
み
う
る
、
と
し
た
。
ヘ
ッ
セ
ン
憲
法
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注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
　
一
九
四
六
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
S
P
D
の
G
・
A
・
ツ
イ
ン
（
〔
甲
Φ
O
同
o
q
　
＞
＝
α
q
二
ω
叶
　
N
一
口
昌
）
州
法
相
と
A
・
ア

ル
ン
ト
（
》
畠
。
罵
》
蔓
立
）
（
後
の
州
検
事
総
長
）
の
ヘ
ッ
セ
ソ
州
憲
法
草
案
五
二
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
「
憲
法
制
定
会
議
」
に
一
議
員
も

代
表
老
を
送
っ
て
い
な
い
政
党
（
一
九
四
六
年
六
月
三
〇
日
の
州
憲
法
制
定
会
議
選
挙
で
は
、
S
P
D
四
二
議
席
、
C
D
U
三
五
議
席
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

K
P
D
七
議
席
、
L
D
P
六
議
席
で
あ
っ
た
）
は
、
少
な
く
と
も
有
権
者
の
五
％
の
署
名
を
要
し
、
か
つ
一
〇
％
以
上
の
得
票
を
獲
得
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

な
け
れ
ぽ
、
議
席
配
分
に
あ
ず
か
れ
な
い
、
と
い
う
厳
し
い
新
政
党
参
入
阻
止
条
項
が
、
提
案
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る

ほ
ど
、
占
領
政
策
が
安
定
し
て
い
く
に
従
っ
て
、
五
％
条
項
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
あ
る
が
、
一
九
四
六
年
一
一
月
三
〇
日
の
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
ゲ
ン
州
憲
法
五
二
条
三
項
に
定
め
ら
れ
た
一
〇
％
以
下
の
阻
止
条
項
を
可
と
す
る
規
定
、
一
九
四
六
年
一
二
月

二
日
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
一
四
条
四
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
、
一
選
挙
区
連
合
で
一
〇
％
を
超
え
な
い
政
党
の
名
簿
に
配
分
が
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

れ
な
い
、
と
い
う
選
挙
区
連
合
を
基
準
と
し
た
一
〇
％
条
項
の
よ
う
に
、
一
九
四
六
年
当
時
に
は
、
必
ず
し
も
五
％
条
項
に
限
定
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
　
一
九
四
六
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
、
W
・
イ
エ
リ
ネ
ク
（
芝
。
詳
①
円
月
亀
ぎ
Φ
閃
）
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
国
法
学
教
授
の

大
ヘ
ッ
セ
ン
憲
法
草
案
は
、
当
初
、
何
ら
阻
止
条
項
を
定
め
て
い
な
か
っ
た
（
四
九
条
）
。
し
か
し
、
後
に
修
正
の
形
で
、
W
・
イ
エ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

ネ
ク
は
、
八
七
条
五
項
の
一
種
の
建
設
的
不
信
任
投
票
制
と
共
に
、
四
九
条
三
項
に
お
い
て
、
選
挙
法
は
州
議
会
に
代
表
を
送
る
た
め
に

は
最
低
得
票
数
（
冨
凶
⇒
α
Φ
ω
け
ω
一
一
づ
P
ゴ
P
①
コ
N
帥
げ
一
）
を
必
要
と
す
る
旨
を
定
め
う
る
、
と
い
う
最
低
得
票
数
条
項
を
阻
止
条
項
の
形
で
、
提
起

　
　
　
（
4
9
）

し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
意
見
の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
憲
法
七
五
条
三
項
に
最
終
的
に
法
文
化
さ
れ
た
規
定
は
、
憲
法
起
草
委
員

会
が
記
し
た
草
案
が
、
州
憲
法
制
定
会
議
に
お
け
る
憲
法
委
員
会
、
本
会
議
に
お
け
る
審
議
を
通
じ
て
、
一
つ
の
変
更
も
な
く
受
容
さ
れ
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二
〇
想
暉
蘇
唱
豊
ゆ
念
翼
思
審
榔
ど
恵
』
萌

表4 1946，48年のヘッセン州主要都市における市町村（Gemeinde）選挙結果

都　　市　　名
旧
年
．

挙　二

氏D日

　　得

rPD
　　票　　率

jPD　FDP
一

　　（％）

bDU その他 SPD
　議
jPD

　　　席

eDP CDU

数
そ
の
他

合計

　人

P939．年

　　l1

P950年

Frankfurt　a．M． 1946．5．26

@48，4．25

41．0

R6．8

12．0

P1．4

35．1

Q6．1

11．8

Q5．7

32

R1 一
　
9

一
一

28

Q1 一
1
9

60

W0 553，464 532，037

46．5．26 38．2Wiesbaden 10．7

V．7

41．7

Q7．2

9．8 29
一 一

一

31

P6
一

60
191，955 220，730

48．4．25 27．7 37．4 17 4 23 60

46．5．26 51．6KasseI 10．4

W．5

25．5

P3．7

12．5

R8．7

40

Q4 一
　
5

一
一

20

一
2
3

60
216，141 162，132

48．4．25 39．1 8 60

Darmstadt 46．5．26

S8．4．25

5L7
S0．6

13．3

P1．7

30．1

Q1．6

4．9

Q6．1

25

Q0 『
　
5

一
一

15

P0 一
1
3

40
115，171 94，72348

Offenbach 46．5．26

S8．4．25

37．3

R1．8

12．2

P0．2

26．4

Q1．3

24．1

R6．7

19

P6 一
　
5

一
｝

13

P0
8
1
7

40

S8
87058　7 89，023

G｛eBen 46．5．26

S8．4．25

28．2

Q9．8

9．8

X．8

28．1 23．9 23
一 一

17
一

40
46，557

46709　，

19．4 41．0 11 3 7 15 36

46．5．26Fulda 22．2

Q1．6

5．1

S．3

63．8

T5．2

8．9

P8．9

6

｝
一

一
一

18

Q1
一

24

R6 33，963 42，213
48．4．25 8 7

Marburg 46．5．26

S8．4．25

27．9

Q6．5

6．9

U．9

23．8 41．4 7
1
0

一 一
6 11 24

27，920 39，530
16．0 50．6 2

｝
6 18 36

Hanau 46．5．26

S8．4．25

35．8

R0．3

26．0

Q3．9

38．2

Q5．7
9
1
1

6
9

一
一 9

9

一
24

42，209 30，726
20．1 7 36

Bad　Homburg　v．d．H．
46．4．28

S8，425

28．3

Q8．3

9．0 39．4 23．3 7
一 ｝

11 6 24
18，59乞 27，871

7．2 31．4 33．1 10 2
一

12 12 36

W6tzlar 46．4．28

S8．4．25

．40．0

R3．8

10．7

X．2

34．2

P9．8

15．1

R7．2

7
一 一

一

5
一

12
21，018

262521
@，8 2 5 9 24

Eschwege 46．1．27

S8．4．25

42．2

Q7．8

6．1

T．3

26．7

P3．8

25．0

T3．1

11

V 一
　
1

一
一 7

3

6 24
16，705 23，54413 24

Bensheim 46．1．27

S8．4．25

33．1

R0．9

8．0

X．0

58．9 8
『 一

16
一

24
16，416 22，279

41．6 18．5 8 2
㎜

10 4 24

本表はHrsg，　v．　Deutschen　Stadtetag，

S．399406に基づいて作成したg

∫如～ゴs’乞∫61～8ノ々乃7δ～’01～P61’齢‘1167　G8η～6加げ。，　Alfons　BUrger　V白r】ag，1949，　S．494－502．　Ders．，　ebd，，1972， ①
N
H



た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
の
関
心
は
、
地
方
自
治
体
選
挙
法
上
の
一
五
％
条
項
を
放
置
す
べ
き
か
否
か
、
と
い
う
観
点
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
～
○
月
一
日
の
審
議
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
基
準
は
「
一
般
的
見
解
」
に
基
づ
い
て
み
れ
ば
、
余
り
に
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
」
5
）

す
ぎ
る
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
　
一
九
四
八
年
四
月
二
五
日
の
市
町
村
議
会
選
挙
で
は
、
五
％
条
項
が
適

用
さ
れ
、
K
P
D
が
フ
ル
ダ
市
（
四
・
三
％
の
得
票
率
、
0
議
席
）
を
除
い
て
、
人
口
一
万
人
以
上
の
＝
一
の
都
市
で
、
進
出
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
K
P
D
の
勢
い
は
、
多
く
の
都
市
で
前
回
の
市
町
村
選
挙
よ
り
も
一
％
か
ら
三
％
下
回
り
（
単
純
平
均
で
マ
イ
ナ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

一
・
二
％
）
、
共
産
党
の
脅
威
は
峠
を
越
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
表
4
参
照
）
。

　
ヘ
ッ
セ
ン
州
憲
法
七
五
条
三
項
に
よ
れ
ぽ
、
選
挙
法
は
五
％
以
下
の
阻
止
条
項
を
含
み
う
る
、
と
し
て
こ
の
問
題
を
自
ら
決
定
し
な
か

っ
た
。
そ
れ
故
に
、
五
％
条
項
へ
の
賛
否
は
、
選
挙
法
に
関
す
る
議
論
に
際
し
て
、
憲
法
委
員
会
で
（
一
九
四
六
年
八
月
七
日
と
八
日

の
両
日
に
）
、
討
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
S
P
D
の
W
・
ヴ
ィ
ッ
ト
ロ
ッ
ク
（
ぐ
く
一
一
一
一
　
芝
一
件
什
【
O
O
貯
）
議
員
に
よ
れ
ば
、
　
「
群
小
政
党
化
へ

の
」
新
た
な
発
展
と
泡
沫
政
党
に
対
抗
し
て
、
そ
も
そ
も
、
　
「
政
治
的
根
拠
に
基
づ
い
て
保
障
」
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
な
の
で

あ
っ
た
。
K
P
D
や
L
D
P
に
対
し
て
は
、
妥
協
が
行
わ
れ
、
　
「
政
治
生
活
へ
の
参
加
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
」
べ
き
で
あ
る
と
、
S

P
D
の
W
・
ヴ
ィ
ッ
ト
ロ
ッ
ク
議
員
は
み
な
し
た
。
K
P
D
の
L
・
バ
ウ
ア
ー
（
ピ
⑦
O
　
】
W
g
o
二
①
同
）
議
員
は
、
阻
止
条
項
の
断
念
を
勧
告
し

た
。
こ
れ
は
、
K
P
D
が
一
五
％
条
項
の
主
た
る
被
害
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
首
肯
で
き
る
。
L
D
P
の
A
・
M
・
オ
イ
ラ
ー
（
諺
二
α
q
自
国

冨
鷲
け
貯
国
巳
興
）
議
員
は
、
五
％
条
項
の
導
入
に
同
意
し
た
が
、
五
％
以
上
の
百
分
率
に
は
同
意
で
き
ず
、
S
P
D
が
提
議
し
て
い
る

五
％
の
得
票
の
外
に
一
議
席
を
小
選
挙
区
で
獲
得
す
べ
し
、
と
い
う
要
件
は
拒
否
す
る
と
明
言
し
た
。
A
・
M
・
オ
イ
ラ
ー
議
員
に
よ
れ

ぽ
、
本
来
は
五
％
条
項
の
よ
う
な
予
防
措
置
は
存
在
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
ド
イ
ツ
国
民
が
過
去
の
経
験
か
ら
必
要

な
教
訓
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
今
だ
に
疑
問
で
あ
り
、
「
偏
狭
な
人
々
」
が
予
防
措
置
が
な
い
こ
と
を
悪
用
し
て
、
「
不
健
全
な
種
類
の
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政
党
」
を
設
立
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
五
％
条
項
は
存
在
価
値
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
C
D
U
の
E
・
ケ
ー
ラ
ー
（
国
「
一
〇
げ
　
閑
α
ゲ
一
①
『
）

議
員
（
後
に
初
代
連
邦
議
会
議
長
を
務
め
た
）
に
よ
れ
ば
、
現
行
の
五
彩
条
項
は
最
も
好
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
将
来
、

「
あ
る
利
益
集
団
の
欲
求
か
ら
特
殊
な
措
置
を
求
め
る
願
望
」
が
生
じ
、
　
「
政
党
以
外
の
（
選
挙
を
目
的
と
し
た
）
新
集
団
」
が
形
成
さ

れ
る
危
険
が
、
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
が
故
に
、
選
挙
区
に
お
い
て
最
小
限
の
署
名
を
要
件
と
す
る
条
項
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

提
案
を
、
E
．
ケ
ー
ラ
i
議
員
は
行
っ
た
。
こ
の
署
名
条
項
は
実
定
化
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
G
・
A
・
ツ
イ
ン
と
A
・
ア
ル
ン
ト
の
前
述

し
た
草
案
と
同
様
に
、
当
時
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
に
お
け
る
、
多
党
化
を
警
戒
し
た
予
断
な
ら
ぬ
状
況
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
、
無
制
限
な
多
党
化
が
回
避
さ
れ
る
実
例
を
示
し
て
き
た
が
、
本
稿
の
目
的
は
、
複
数
政
党
制
が
実
現
す
る
た
め
の
条
件
と
し

て
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
複
数
政
党
間
に
与
党
と
建
設
的
な
野
党
と
い
う
二
つ
の
陣
営
が
成
立
し
、
両
者
が
権
力
を
分
立
し
合
い
適
度
に
交

代
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
元
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
実
現
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
五
％
条
項
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

五
％
条
項
の
た
め
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
存
立
す
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
見
解
を
認
め
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
た
め
に
、
責
任
あ
る
政
党
の

み
が
自
由
を
主
張
し
う
る
た
め
に
、
五
％
条
項
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
い
。
比
例
代
表
制
を
採
る
国
で
は
阻
止
条
項
が
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
型
小
選
挙
区
制
で
は
、
必
然
的
に
二
大
政
党
制
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
激
派
の
議
会
進
出
の
道
が
断

た
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
型
二
回
投
票
制
で
は
、
共
産
党
と
社
会
党
の
統
一
候
補
に
限
っ
て
言
え
ば
、
二
回
目
の
投
票
で
よ
り

左
派
の
共
産
党
候
補
よ
り
も
、
よ
り
中
道
的
な
社
会
党
候
補
の
方
が
、
有
利
に
戦
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
選
挙
民
の
政
党
に
対
す
る
バ
ラ

ン
ス
感
覚
の
故
に
、
当
然
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
（
表
5
参
照
）
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
共
産
党
を
禁
止
す
る
と
い
う
、
治
安
維
持
法
の
よ
う
な
強
権
的
人
権
抑
圧
体
制
で
は
な
く
、
良
識
あ
る
選
挙
民
の

バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
左
右
両
極
を
事
実
上
政
治
勢
力
か
ら
排
除
す
る
方
が
、
ど
れ
だ
け
教
育
的
効
果
が
高
い
か
は
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明
白
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
厳
密
に
五
％
条
項
の
制
度
的
特
徴
を
言
え
ば
、
比
例
代
表
制
と
い
う
選
挙
制
度
に
お
い
て
は
、
　
「
安
定
し
た
政
府
の
形
成
を
可

能
に
す
る
、
活
動
能
力
の
あ
る
議
会
を
創
設
す
る
、
と
い
う
選
挙
の
国
政
上
の
目
的
と
一
定
の
緊
張
関
係
に
あ
る
の
が
、
選
挙
権
の
平
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
．
5
）

と
機
会
均
等
の
原
則
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
「
泡
沫
政
党
を
撲
滅
す
る
」
と
い
う
「
国
政
上
（
ω
鼠
讐
O
＆
鉱
ω
o
げ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

の
群
小
政
党
化
へ
の
危
険
」
に
対
処
す
る
と
い
う
「
や
む
を
え
な
い
理
由
」
に
基
づ
い
て
の
み
、
五
彫
条
項
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
　
「
選
挙
権
の
平
等
と
機
会
均
等
の
制
限
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
例
外
的
性
格
の
故
に
、
　
『
国
民
の
政
治
的
意
志
形
成

に
お
け
る
、
統
合
過
程
と
し
て
の
選
挙
の
性
格
を
保
障
し
、
選
挙
制
度
全
体
の
統
一
性
の
利
益
に
合
致
し
、
議
会
の
選
挙
に
よ
っ
て
追
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

さ
れ
る
国
政
上
の
目
的
の
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
に
、
限
定
さ
れ
る
べ
き
』
　
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
一
九
五
七
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
日
の
判
決
）
な
の
で
あ
る
」
。

表5　左派の得票の動き（1978年）

第2回の統一候補

ﾐ会党系　　共産党
計

得票増加

ｾ票減少

@計

195　　　　　25

U8　　　　121

Q63　　　　146

220

P89

S09

増加とは第2回の左派統一・候補の得票・が

第1回の左派の合計そtl・票以上の場合

本表｛よ，　西『F珪…：善　　「上ヒf　1」ftまこ希1】』　（1981年

中央公論社）72頁によった。

　
b
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
ゲ
ン
州

　
一
九
四
六
年
三
月
二
一
日
に
公
布
さ
れ
た
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
ゲ
ン
州
憲

法
制
定
会
議
選
挙
法
一
七
条
は
、
州
全
域
で
五
％
に
満
た
な
い
得
票
し
か
獲
得
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

か
っ
た
選
挙
人
集
団
に
対
す
る
阻
止
条
項
を
明
記
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
州
政
府
が
元

来
一
〇
％
条
項
と
し
て
提
案
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
州
内
相
F
・
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
（
閃
葺
N

d
一
直
。
げ
”
S
P
D
）
は
、
阻
止
条
項
の
導
入
の
根
拠
を
、
三
月
六
日
に
暫
定
州
会
議

で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
こ
の
「
重
要
で
、
か
つ
徹
底
的
な
」
規
定
は
、
住
民
集
団
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の
う
ち
の
あ
る
部
分
の
い
ま
わ
し
い
傾
向
の
持
ち
主
だ
ち
が
、
も
っ
ぱ
ら
偏
狭
な
る
視
野
に
拘
泥
す
る
政
治
的
セ
ク
ト
に
熱
中
し
、
利
己

的
な
利
害
政
治
や
偏
狭
な
政
治
理
念
に
至
る
こ
と
に
対
し
て
、
有
効
な
歯
止
め
を
し
、
選
挙
人
集
団
が
度
量
が
あ
り
、
先
見
の
明
が
あ
る

国
家
政
治
と
国
民
政
治
を
考
察
し
う
る
よ
う
に
、
教
育
す
る
こ
と
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
詮
索
好
き
な
独
善
家
や
閉
鎖

的
な
人
物
は
、
か
か
る
規
定
を
「
今
日
極
め
て
賞
賛
さ
れ
て
い
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
精
神
に
反
す
る
罪
悪
」
と
み
な
す
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
主
張
に
対
し
て
否
と
答
え
る
の
が
、
国
民
の
多
数
派
の
意
志
が
偽
ら
ず
に
機
能
せ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
議
会
に
お
い
て
偶
発

的
に
何
ら
か
の
泡
沫
政
党
が
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
ボ
ー
ト
を
握
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
真
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
意
味
な

の
で
あ
る
。
「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
末
期
」
に
は
、
最
も
重
要
な
決
定
が
、
「
怪
し
げ
な
、
無
秩
序
を
招
く
少
数
政
党
の
掌
中
に
」
陥
っ

た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
く
り
か
え
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
機
能
を
果
た
す
能
力
の
あ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
保
障

す
る
た
め
の
一
〇
％
条
項
は
、
F
・
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
内
相
に
よ
れ
ば
、
　
「
友
好
的
な
先
見
の
明
と
寛
容
」
の
精
神
を
放
棄
す
る
、
さ
ら
に
一

歩
進
ん
だ
一
五
％
な
い
し
二
五
％
条
項
を
提
案
す
る
こ
と
と
は
、
　
一
線
を
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
　
「
労
働
能
力
が
あ
り
、

政
権
担
当
能
力
の
あ
る
（
お
α
q
一
Φ
毎
づ
σ
q
ω
莚
三
ぴ
q
）
民
主
的
議
会
」
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
「
責
任
を
強
く
自
覚
し
た
大
政
党
構
造
」
が
必

要
不
可
欠
で
あ
り
、
教
化
と
教
育
に
よ
っ
て
、
可
能
な
限
り
多
数
の
有
権
者
が
大
政
党
の
一
つ
に
支
持
を
表
明
す
る
よ
う
に
導
か
れ
ね
ぽ

　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
S
P
D
の
内
相
F
・
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
の
一
〇
彩
条
項
の
提
案
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
大
政
党
C
D
U
の
シ
ン
プ
ェ
ン
ド
ェ
ル
フ
ァ

ー
（
ω
〇
三
ヨ
葺
①
巳
α
鳳
興
）
議
員
は
、
小
選
挙
区
多
数
代
表
制
を
主
張
す
る
と
共
に
、
理
解
を
示
し
た
が
、
D
V
P
（
ド
イ
ツ
国
民
党
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

F
D
P
系
）
と
K
P
D
は
、
小
政
党
で
あ
っ
た
た
め
反
対
し
た
。
　
一
九
四
六
年
六
月
三
〇
日
の
州
憲
法
制
定
会
議
で
は
、
百
議
席
中
、
C

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3

D
U
四
一
議
席
、
S
P
D
三
二
議
席
、
D
V
P
一
七
議
席
、
K
P
D
一
〇
議
席
で
あ
っ
た
か
ら
、
仮
に
一
〇
％
条
項
が
実
施
さ
れ
た
と
す
　
ー



る
と
、
K
P
D
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
致
命
的
な
打
撃
に
丸
し
い
恐
怖
を
味
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
一
〇
％

で
は
な
く
、
五
％
条
項
が
法
文
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
州
憲
法
上
は
一
〇
％
ま
で
の
阻
止
条
項
を
可
能
と
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
五

二
条
三
項
）
。
し
か
し
、
一
九
四
六
年
一
一
月
二
四
日
の
州
議
会
選
挙
法
は
、
州
憲
法
制
定
会
議
選
挙
法
一
七
条
と
同
選
挙
秩
序
法
四
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

条
一
項
を
準
用
し
、
五
％
条
項
を
適
用
し
た
。
一
〇
％
条
項
ま
で
可
能
で
あ
る
と
の
条
項
が
旧
憲
法
上
受
容
さ
れ
た
の
は
、
後
日
、
当
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

阻
止
条
項
が
（
五
％
条
項
も
含
め
て
）
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
、
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
仮
に
一
〇
％
条
項
が
後
日
、
州
選
挙
法
上
法
文
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
州
選
挙
法
を
違
憲
と
判
断
す
る
権
限
は

　
　
　
　
　
（
6
2
）

有
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
ゲ
ン
州
が
改
組
さ
れ
ず
に
残
っ
た
と
す
る
な
ら
ぽ
、
一
九
六
八
年
バ

ー
ゲ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
選
挙
で
九
・
八
％
を
N
P
D
（
ド
イ
ツ
国
家
民
主
党
”
ネ
オ
・
ナ
チ
党
）
が
獲
得
し
、
州
議
会
に
進
出

　
（
6
3
）

し
た
際
に
、
一
〇
％
条
項
を
立
法
化
し
て
阻
止
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
米
国
軍
政
府
は
、
こ
の
一
〇
％
条
項
に
対
し
て
、
少
数
派
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
一
〇
％
と
い
う
要
件
は
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

主
的
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
う
る
が
、
「
諸
政
党
」
が
現
行
の
五
％
の
最
少
投
票
数
の
要
件
を
、
多
数
の
少
数
群
小
集
団
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

在
に
対
す
る
十
分
な
保
障
と
認
め
る
こ
と
に
関
し
て
、
一
致
し
て
お
り
、
か
つ
、
実
際
上
こ
の
条
文
に
依
拠
す
る
立
法
が
五
％
以
上
の
要

求
を
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
が
故
に
容
認
で
き
る
と
、
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
四
日
の
米
国
最
高
司
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

官
J
・
T
・
マ
ク
ナ
ー
ネ
イ
（
冒
ω
8
げ
↓
．
冨
o
Z
鍵
⇒
Φ
団
）
将
軍
の
覚
え
書
き
は
記
し
て
い
た
。

134

c
　
バ
イ
エ
ル
ン
州

バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
制
定
会
議
の
一
八
○
名
の
議
員
の
構
成
は
、

C
S
U
一
〇
九
、
S
P
D
五
一
、
K
P
D
八
、
W
A
V
（
経
済
再
建



比例代表制における阻止条項について

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

協
会
u
妻
三
の
9
鷺
島
畠
Φ
〉
＝
二
選
粘
く
Φ
器
冒
茜
§
ぴ
q
）
八
、
F
D
P
四
で
あ
っ
た
。
こ
の
構
成
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
五
％
条
項
で
も
C

S
U
と
S
P
D
の
二
党
制
に
な
り
う
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
C
S
U
一
党
で
過
半
数
を
優
に
占
め
て

い
る
こ
と
か
ら
、
第
二
党
の
S
P
D
が
ど
れ
だ
け
C
S
U
か
ら
妥
協
を
引
き
出
せ
る
か
否
か
に
、
審
議
の
焦
点
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
白

で
あ
る
。
事
実
、
C
S
U
は
一
五
％
条
項
を
主
張
し
、
米
国
軍
政
府
が
州
首
相
と
し
て
一
九
四
五
年
九
月
二
八
日
に
任
命
し
た
、
W
・
へ

ー
グ
ナ
ー
（
ぐ
唄
凶
一
プ
Φ
一
∋
　
国
○
①
ひ
q
コ
①
国
）
が
率
い
る
S
P
D
・
C
S
U
・
K
P
D
内
閣
の
憲
法
起
草
委
員
会
が
作
成
し
た
、
阻
止
条
項
を
想
定

し
な
い
草
案
と
対
峙
し
た
。
W
・
へ
ー
グ
ナ
ー
首
相
に
よ
れ
ぽ
、
一
〇
％
に
阻
止
点
が
設
定
さ
れ
た
と
し
て
も
高
す
ぎ
る
位
で
あ
っ
た
。

C
S
U
は
全
議
席
に
小
選
挙
区
多
数
代
表
制
を
導
入
す
べ
し
と
い
う
圧
力
を
加
え
、
S
P
D
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
五
（
現
行
七
）
選
挙
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

連
合
の
う
ち
一
選
挙
区
連
合
で
一
〇
％
を
獲
得
し
た
政
党
の
み
に
、
議
席
を
配
分
す
る
と
い
う
阻
止
条
項
を
の
ま
せ
た
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
小
選
挙
区
制
の
も
と
で
は
、
全
州
レ
ベ
ル
で
の
「
二
大
政
党
が
争
う
と
、
両
党
の
議
席
は
、
両
党
の
得
票
率
の
比
率
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

乗
に
比
例
す
る
」
と
い
う
「
三
乗
の
法
則
」
が
働
く
が
故
に
、
仮
に
C
S
U
”
S
P
D
h
一
〇
九
一
五
一
の
得
票
率
で
あ
る
と
す
る
と

（
H
8
）
ω
…
（
α
一
）
『
匿
8
8
㊤
”
H
。
。
8
蟄
1
1
8
・
♂
O
・
ω
と
な
り
、
　
一
八
○
議
席
中
九
・
三
％
（
一
七
議
席
）
し
か
S
P
D
は
占
め
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
り
、
一
六
三
議
席
を
C
S
U
が
占
め
る
と
い
う
信
じ
ら
れ
な
い
議
会
が
、
誕
生
す
る
が
故
に
、
S
P
D
と
し
て
は
ど
う
し
て

も
回
避
せ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
行
．
バ
イ
エ
ル
ン
州
議
会
選
挙
法
で
は
、
二
〇
四
議
席
中
一
〇
五
議
席
が
小
選
挙
区
で
選
出

さ
れ
、
残
り
九
九
議
席
が
、
各
党
に
比
例
配
分
さ
れ
た
議
席
数
か
ら
小
選
挙
区
で
選
出
さ
れ
た
議
席
数
を
差
し
引
い
た
議
席
数
に
、
配
分

さ
れ
る
と
い
う
方
式
を
取
っ
て
い
る
。
一
九
八
六
年
州
選
挙
で
は
、
小
選
挙
区
で
C
S
U
は
九
七
議
席
、
S
P
D
は
八
議
席
を
獲
得
し
て

い
る
。
　
こ
の
時
の
得
票
率
は
C
S
U
五
六
・
六
％
、
S
P
D
二
六
・
八
％
の
故
に
、
三
乗
の
法
則
を
適
用
す
る
と
C
S
U
（
九
〇
．
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塒

％
）
、
S
P
D
（
九
・
六
％
）
と
な
り
、
計
算
上
は
C
S
U
九
五
議
席
、
S
P
D
一
〇
議
席
と
な
る
。



表6 1946，48年のバイエルン州主要都市における市町村（Gemeinde）選挙結果

都　　市 名
選　挙
N．月．

l
I
日

　　得

rPD
　　　票

jPD
　　　率

eDP
　　　（％）

bSU　その他 SPD
　　議

jPD
　　　席

eDP CSU

数
そ
の
他 合計

　　人

P939年．

　　口

P950年

一
20 41

M伽chen
1946．5

@48．5

．26

D30
38．4

Q7．5

6．4

P1．1 4．7

44．9　10．3

P8．7　38．0

17

P5 2
6

2 10

　2

P7 50 840，188 830，810

NUrnberg 46．5

S8．5

，26

D30
45．8

R8．3

9．2

P4．1

5．4

P3．2

35．6　4．0

P3．7　20．7

19

Q0 4
7

2
7

15

@7 1
9

41

T0
423383　　　，

364，717

Augsburg 46．5

S8．5

．26

D30
34．2

Q7．8

6．5

P1．3

2．7

T．2

50．5　6．1

Q9．9　25．8

15

P2 2
5

1
2

22

P3

　1

P0

41

S2
185369　　　， 185183　　　，

11 1
一

28 1 41
Regensburg 46．5

S8．5

．26

D30
26．7

Q1．6

4．2

T．5 4．8

66．3　2．8

R3．2　34．9 9 2 2 15 14 42 95，631 117，291

F葭rth
46．5

S8．5

．26

D30

47．1

R9．3

9．3

X．6

10．0

P3．0

28．9　4，7

P0，4　27，7

20

P9

．3

S 4
6

12

@4 2
9

41

S2 82，315
99943　　，

3 28
一

41
Bamberg 46．5

S8．5

．26

D30
23．2

P6．8

2．9

R．4

8．0

U．1

65．9

R1．5　42．2 9
7

1
1

2 15 17 42 59，536 76，355

一
17 13 41

WUrzburg 46．5

S8．5

．26

D30

19．2

Q2．4

7．8

W．7 10．2

40．4　32．6

R5．6　23．1

　8

P0 3
3

4 16 9 42
107515　　　，

78，443

7 14
一

41
Bayreuth 46．5

S8．5

．26

D30
44江
S2．7

7．0

U．1

17．0

Q0．1

31．9

P2．2　18．9

18

P9 2
2

9 5 7 42
45028　　，

5昌，805

13 3 3 12
一

31
Hof 46．5

S8．5

．26

D30
41．3

R0．3

9．6

X．1

9．8

P4．1

39．3

P6，9　29，6 14 4 6 7 11 42 45，057
61237　　，

10 1
一

18 2 31
Lahdshut 46．5

S8．5

．26

D30
32．5

P7．4

4．7

T．3 4．0

54．8　8．G

P8．8　54．5 6 1 1 6 18 32
31537　　， 46785　　，

Erlangen 46．5

S8．5

．26

D30
52．8

S0．5

5．9

W．6

8．6

P5．4

32．7

P4．8　20．7

．17

P4 1
3

2
5

11

@5 『
　
5

31

R2 36，286
51183　　，

Coburg 46．5

S8．5

，26

D30

39．2

Q9．1

6．4

U．0

21．9

R2．1

32．5

P0．5　22．3

12

@9 2
2

　7

P1

10

@4 『
　
6

31

R2
32552　　，

44，929

1 17
一

31
Aschaffenburg 46．5

S8．5

．26

D30

34．2

R6．1

6．7

R．0

3．6

T．8

55．5

R4，6　20．5

11

P2 2
1

2 11 6 32
45379　　う 45503　　，

．31

Schweinfurt 46．5

S8．5

．26

D30
45．8

S1．4

10．0

W．9 4．9

38．6　5．6

Q7．2　17．9

15

P4 3
3

一
　
1

12

@9 1
5

32．

49302　　，

46，117

㊤
o
っ
一
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一
　
　
　
　
　
㎝
　
　
　
　
　
　
卜
。
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
　
　
ω
卜
Q

一
ρ
N
b
。
ら
　
ト
。
劇
．
一
㊤
し
。

母
麹
翼
難
ω
傍
三
：
㊦
濠
季
π
洪
蟻
つ
（
（
ゴ
汝
「
、
」
。

　
こ
の
選
挙
区
連
合
を
基
準
と
し
た
一
〇
％
条
項
の
賛
同
者
が
主
張
す
る
「
比
例
代
表
制
選
挙
の
乱
用
を
防
止
す
べ
し
」
（
C
S
U
の
H
・

エ
ー
ア
ル
ト
（
口
き
ω
印
南
乙
）
議
員
）
と
い
う
言
葉
は
、
小
政
党
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
「
弱
者
と
小
さ
い
者
の
圧
殺
」
　
（
W
A
V
の

A
・
ロ
リ
ッ
ッ
（
》
一
h
H
Φ
α
　
　
】
U
O
『
風
脚
N
）
議
員
）
に
聞
こ
え
た
の
で
あ
る
。
少
数
政
党
は
米
国
軍
政
府
に
、
計
画
さ
れ
た
一
〇
笏
条
項
を
訴

え
た
が
、
一
九
四
六
年
δ
旦
三
，
付
け
で
却
下
、
れ
龍
米
国
軍
政
府
の
解
釈
に
、
れ
ぽ
、
選
挙
権
の
問
題
は
ド
イ
ツ
人
自
二
男
聯

回
す
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
代
償
的
意
味
で
地
方
自
治
体
選
挙
法
上
、
阻
止
条
項
が
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
。
事



実
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
、
パ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
と
な
ら
ん
で
今
日
で
も
な
お
、
市
町
村
、
郡

（
駄
卸
レ
ベ
ル
で
は
阻
止
条
項
を
導
入
し
て
い
な
噂
そ
れ
故
に
・
バ
ニ
ル
ン
州
市
町
村
馨
で
簑
6
が
示
す
通
り
K
ア
ウ
鵬

グ
ス
ブ
ル
ク
市
（
人
口
一
八
万
人
）
で
は
二
・
七
％
の
得
票
率
で
F
D
P
が
一
議
席
を
獲
得
し
、
パ
ー
ム
ベ
ル
ク
市
（
人
口
七
万
人
）
で

は
二
．
九
％
の
得
票
率
で
K
P
D
が
一
議
席
を
獲
得
す
る
と
い
う
ふ
う
に
、
小
政
党
も
市
町
村
選
挙
で
は
健
闘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
選
挙
区
連
合
を
基
準
と
し
た
一
〇
％
条
項
導
入
の
結
果
、
　
一
九
四
六
年
＝
一
月
の
州
議
会
選
挙
で
、
六
・
一
％
の
得
票
率
を

全
州
レ
ベ
ル
で
は
得
な
が
ら
も
、
一
〇
％
条
項
の
故
に
0
議
席
に
終
っ
た
の
は
、
ま
た
も
K
P
D
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
州
選
挙
で
の

他
党
の
結
果
は
、
C
D
U
一
〇
四
議
席
（
得
票
率
五
二
・
三
％
）
、
S
P
D
五
四
議
席
（
二
八
・
六
％
）
、
W
A
V
一
三
議
席
（
七
・
四
％
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

F
D
P
九
議
席
（
五
．
七
％
）
で
あ
っ
た
。
表
6
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
K
P
D
は
全
州
レ
ベ
ル
で
組
織
化
さ
れ
て
い
る
が
、
特
別
に

強
い
地
盤
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
F
D
P
は
、
一
九
四
六
年
五
月
の
段
階
で
二
四
の
主
要
都
市
中
、
ミ
ュ
ン

ヒ
ェ
ン
市
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
市
な
ど
一
三
都
市
で
未
組
織
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
選
挙
区
連
合
に
強
固
な
地
盤
を
持
ち
、
一

〇
％
条
項
に
よ
っ
て
代
表
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
二
選
挙
区
連
合
と
は
、
パ
ー
ム
ベ
ル
ク
市
（
一
九
四
六
年
五
月
の
市
町
村

選
挙
で
の
得
票
率
八
・
○
％
、
一
九
四
八
年
五
月
半
得
票
率
六
・
一
％
）
、
バ
イ
ロ
イ
ト
市
（
一
七
・
○
％
、
二
〇
・
一
％
）
、
ホ
ー
フ
市

（
九
．
八
％
、
　
一
四
・
一
％
）
、
　
コ
ー
ブ
ル
ク
市
（
二
一
・
九
％
、
　
三
二
・
一
％
（
比
較
第
一
党
）
）
お
よ
び
ク
ー
ル
ム
バ
ッ
ハ
市
（
一

〇
．
四
％
、
　
一
六
・
八
％
）
を
含
む
選
挙
区
連
合
と
、
　
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
（
五
・
四
％
、
　
二
二
・
二
％
）
、
　
フ
ェ
ル
ト
市
（
一
〇
・
○

％
、
　
＝
二
．
○
％
）
、
　
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
市
（
八
・
六
彫
、
一
五
・
四
％
）
お
よ
び
ア
ン
ス
バ
ッ
ハ
市
（
一
五
・
六
％
、
　
一
五
・
五
％
）
を

含
む
選
挙
区
連
合
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
か
ら
見
れ
ば
、
選
挙
区
連
合
を
単
位
と
し
た
一
〇
％
条
項
は
、
始
め
か
ら
K
P
D
封
じ
込
め
の
た

め
に
考
案
さ
れ
た
と
も
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。



比例代表制における阻止条項について

　
d
　
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
と
シ
ュ
レ
ー
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州

　
こ
の
二
州
は
、
前
者
が
阻
止
条
項
が
な
か
っ
た
事
例
と
し
て
、
後
者
が
阻
止
条
項
が
強
す
ぎ
る
事
例
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
。
こ
こ

で
は
、
こ
の
好
対
照
の
事
例
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
仮
に
西
ド
イ
ツ
に
戦
後
、
阻
止
条
項
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
、
お
よ
び
仮
に
小

選
挙
区
制
が
現
在
よ
り
色
濃
く
採
用
さ
れ
た
場
合
の
政
党
状
況
を
想
定
し
た
い
と
思
う
。

　
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
で
は
、
す
で
に
言
及
し
た
通
り
、
ボ
ン
基
本
法
の
原
型
と
も
言
う
べ
き
五
％
条
項
、
な
い
し
一
斗
選
挙
区
条

項
が
阻
止
条
項
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
阻
止
条
項
は
、
　
一
九
四
七
年
の
州
議
会
選
挙
で
の
み
効
力
を
持
ち
、
　
一
九
五

〇
年
に
は
削
除
さ
れ
た
。
一
九
五
九
年
に
五
％
条
項
が
再
規
定
さ
れ
る
ま
で
、
一
九
五
一
年
と
五
五
年
の
選
挙
に
お
い
て
、
ボ
ン
基
本
法

の
も
と
で
唯
一
阻
止
条
項
を
持
た
な
い
州
議
会
と
し
て
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
議
会
は
選
出
さ
れ
た
。
一
九
五
一
年
に
は
、
一
〇
党
制

（
C
D
U
と
D
P
（
ド
イ
ツ
党
）
は
統
一
会
派
を
形
成
）
で
、
S
P
D
、
B
H
E
（
難
民
同
盟
）
と
Z
（
中
央
党
）
が
、
一
五
九
議
席
中

九
五
議
席
を
占
め
、
連
立
政
府
を
組
閣
し
た
。
　
一
九
五
五
年
に
は
、
八
党
制
と
な
り
、
C
D
U
・
D
P
・
B
H
E
・
F
D
P
連
立
政
権

が
、
一
五
九
議
席
中
九
一
議
席
を
占
め
た
。
議
会
多
数
派
に
支
持
さ
れ
た
政
府
が
、
共
に
選
挙
後
、
直
ち
に
組
閣
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
一

九
五
一
年
か
ら
五
九
年
に
か
け
て
、
州
議
会
が
立
法
機
能
を
果
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
主
張
は
、
今
日
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い
。
五
％

条
項
が
再
登
場
し
た
一
九
五
九
年
の
州
議
会
選
挙
で
は
、
五
党
制
と
な
っ
た
。
特
に
こ
の
選
挙
で
の
市
民
政
党
の
小
党
分
立
状
況
は
、
他

の
地
域
よ
り
も
ひ
ど
く
、
一
九
六
一
年
の
連
邦
議
会
選
挙
で
五
％
を
獲
得
で
き
ず
、
0
議
席
と
な
っ
た
全
ド
イ
ツ
党
（
G
D
P
）
の
前
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

の
D
P
と
B
H
E
の
各
々
が
、
F
D
P
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
勢
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
　
一
九
五
七
年
＝
月
二
二
日
に
、
　
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
政
権
の
危
機
が
生
じ
た
。
C
D
U
が
、
D
R
P
（
ド
イ
ツ
帝
国139



党
）
と
協
力
を
試
み
た
F
D
P
と
G
B
／
B
H
E
（
全
ド
イ
ツ
ブ
ロ
ッ
ク
／
難
民
同
盟
）
を
嫌
い
、
S
P
D
と
大
連
立
を
組
ん
だ
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

る
。
D
P
の
H
・
ヘ
ル
ヴ
ニ
ー
ゲ
（
出
①
ぎ
ユ
9
国
Φ
嵩
芝
Φ
α
q
Φ
）
を
首
班
と
す
る
内
閣
は
、
F
D
P
と
G
B
／
B
H
E
の
閣
僚
を
解
任
し
、

S
P
D
を
政
権
に
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
立
法
期
途
中
で
の
政
権
党
の
組
み
替
え
は
、
U
・
ヴ
ェ
ナ
ー
（
d
三
9
≦
Φ
目
興
）
に

よ
れ
ぽ
、
一
九
八
二
年
に
連
邦
レ
ベ
ル
で
、
S
P
D
・
F
D
P
政
権
か
ら
C
D
U
／
C
S
U
・
F
D
P
政
権
に
交
代
し
た
の
と
同
じ
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

議
会
制
の
障
害
の
微
候
と
は
み
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
シ
ュ
レ
！
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
州
議
会
選
挙
法
の
審
議
に
お
い
て
、
S
P
D
は
一
時
、
　
一
〇
％
条
項
の
導
入
に
傾
い

た
。
し
か
し
、
S
P
D
の
真
意
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
S
P
D
は
、
伝
統
的
に
比
例
代
表
制
を
支
持
し
、
ボ
ン
基
本
法
制
定
会
議
で

も
比
例
代
表
制
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
シ
ュ
レ
ー
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
S
P
D
は
、
例
外
的
に
小
選
挙
区
制
を
支
持
し

た
。
そ
の
結
果
、
S
P
D
と
C
D
U
と
い
う
二
大
政
党
の
圧
倒
的
優
位
の
も
と
に
、
小
選
挙
区
に
お
け
る
一
議
席
の
獲
得
を
議
席
配
分
の

要
件
と
す
る
、
五
％
条
項
よ
り
も
強
い
効
果
を
持
っ
た
阻
止
条
項
が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
S
P
D
は
、
州
に
お
い
て
最
強
の
政
党
と

な
り
う
る
と
い
う
、
権
力
へ
の
期
待
の
も
と
に
、
新
政
党
の
参
入
に
対
し
て
危
惧
を
表
明
し
、
小
選
挙
区
制
と
、
比
例
代
表
制
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

で
き
る
限
り
強
力
な
阻
止
条
項
の
導
入
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
四
七
年
四
月
の
州
選
挙
の
結
果
、
六
党
制
（
S
P
D
二
五
議
席
、
C
D
U
二
三
議
席
、
F
D
P
四
議
席
、
S
S
W
〔
南
シ
ュ
レ
ー

ス
ビ
ッ
ヒ
選
挙
人
同
盟
〕
四
議
席
、
K
P
D
三
議
席
、
D
K
P
〔
ド
イ
ツ
保
守
党
〕
一
議
席
）
か
ら
三
党
制
（
S
P
D
四
三
議
席
、
C
D

U
二
一
議
席
、
S
S
W
六
議
席
）
へ
と
変
化
し
た
。
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
五
・
○
％
の
得
票
率
の
F
D
P
が
0
議
席
に
終
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
　
こ
の
結
果
は
少
数
政
党
に
と
っ
て
、
　
一
小
選
挙
区
議
席
条
件
を
ク
リ
ア
ー
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
難
し
い
か
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
州
選
挙
の
結
果
、
S
P
D
は
単
独
で
政
権
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
S
P
D
が
州
政
権
を
掌
握
で
き
た
の
は
、



そ
の
後
の
三
年
間
の
み
で
あ
り
、
「
九
五
〇
年
か
ら
第
二
党
C
D
U
を
主
君
と
す
る
連
立
政
権
が
続
き
、
一
九
五
九
年
に
S
P
D
は
第
一

党
の
座
を
も
C
D
U
に
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
一
九
八
七
年
に
再
び
第
一
党
に
な
り
、
翌
八
八
年
に
政
権
を
担
当
す
る
ま
で
、
三
八
年
間
S

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

P
D
は
首
班
指
名
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
シ
ュ
レ
ー
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
で
は
、
一
九
五
〇
年
以
降
、
五
彩
条
項
に
改
正
さ
れ
た
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
民
族
の

少
数
派
S
S
W
に
対
し
て
の
み
、
一
九
五
八
年
以
降
、
五
％
条
項
は
例
外
的
に
適
用
を
除
外
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
S
S
W
は
一
九

五
八
年
二
議
席
（
得
票
率
二
・
八
％
）
、
　
一
九
六
二
年
以
降
一
九
八
七
年
ま
で
各
々
↓
議
席
（
得
票
率
二
・
二
％
か
ら
一
・
三
％
）
を
獲

　
　
　
　
（
7
5
）

得
し
て
い
る
。

比例代表制における阻止条項について

　
e
　
州
（
ラ
ン
ト
）
に
お
け
る
阻
止
条
項
と
政
党
制
i
ま
と
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
阻
止
条
項
を
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
上
受
容
す
る
た
め
に
、
主
た
る
影
響
力
を
行
使
し
た
H
・
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
（
顕
鋤
湯
Z
p
乱
心
ω
ξ
）

教
授
に
よ
れ
ば
、
C
S
U
が
提
案
し
た
純
然
た
る
小
選
挙
区
多
数
代
表
制
を
断
念
す
る
た
め
の
妥
協
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
泡
沫
政
党
に
対

す
る
阻
止
規
定
（
ω
9
ほ
く
。
同
ω
9
ユ
｛
け
）
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
泡
沫
政
党
が
望
ま
し
く
な
い
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
泡
沫
政
党

は
、
国
民
の
中
で
真
摯
な
政
治
的
潮
流
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
要
求
を
主
張
し
え
ず
、
議
会
に
お
い
て
多
数
派
形
成
の
障
害
と
し
て
作
用
す

　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

る
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
「
純
粋
な
小
選
挙
区
多
数
代
表
制
（
H
Φ
一
昌
Φ
　
リ
肖
Φ
げ
煽
げ
Φ
一
け
ω
芝
笛
即
二
）
」
を
採
用
し
て
い
る
州
（
ラ

ン
ト
）
は
、
現
在
存
在
し
て
い
な
い
が
、
小
選
挙
区
多
数
代
表
制
に
よ
っ
て
五
〇
％
か
ら
七
五
％
の
議
席
を
確
定
さ
せ
、
残
余
の
議
席
を

比
例
代
表
制
に
よ
っ
て
確
定
し
た
議
席
数
に
な
る
ま
で
配
分
す
る
方
式
は
、
全
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
選
挙
と
同
様
に
、
七
つ
の
州
（
ラ
ン
ト
）

で
採
用
さ
れ
て
い
る
（
表
7
）
。
こ
の
よ
う
に
小
選
挙
区
制
を
加
味
し
た
比
例
代
表
制
が
、
州
の
レ
ベ
ル
で
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ワ
イ
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マ
ー
ル
時
代
の
小
党
分
立
制
に
対
す
る
反
省
の
故
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
小
選
挙
区
で
全
体
の
五
〇
％
か
ら
七
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蹴

％
の
議
席
が
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
議
席
は
必
ず
二
大
政
党
の
い
ず
れ
か
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
少
な
く
と
も
二
大
政

党
が
大
連
立
内
閣
を
組
め
ば
、
い
か
な
る
政
治
状
況
の
下
、
多
党
化
の
波
が
生
じ
て
も
、
州
政
権
は
維
持
で
き
る
と
い
う
保
障
が
与
・
兄
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

表7　州（ラント）議会議員数と小選挙区代表議員数

州 名
州議会議員数　　そのうち小選挙区

総　　計　代表議員数
シュレースビッヒ・ホルシュタイン

ハンブノレク

ブレー　メ　ン

西ベル　リ　ン

ニーダーザクセン

ノルトライン・ヴェストファーレン

ヘ　　ッ　　セ　　ン

ラインラント・プァルッ

ザールラント
バーデン・ヴュルテンベルク

バイ　エル　ン

74

120

100

119

155

201

110

100

51

120

204

44（全体の59％＞

　0

　0

71（全体の60％）

100（全体の65％）

151（全体の75％）

55（全体の50％）

　0

　0

70（全体の58％）

105（全体の51％）

全議員数はいずれも比例代表制によって確定している。

本表は，｝地1ぬ吻∫198ガ88；H611er　und　Zwick，1988，　S．118に基づ

いて作成した。

　
K
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ガ
ー
（
｝
（
鋤
『
一
　
ω
O
ゴ
毛
Φ
一
㎞
四
Φ
H
）
元
バ
イ
エ
ル
ン

州
憲
法
裁
判
所
判
事
に
よ
れ
ば
、
後
に
一
九
七
三
年
の
改
正
に
よ
っ

て
、
連
邦
や
他
の
州
と
同
様
に
全
領
域
を
対
象
と
す
る
五
％
条
項
へ

改
正
さ
れ
た
、
元
々
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
一
〇
％
条
項
は
、
　
「
議
会

に
お
い
て
政
権
担
当
能
力
の
あ
る
多
数
派
の
形
成
を
容
易
に
な
ら
し

め
、
か
つ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
会
の
労
働
能
力
を
可
能
な

ら
し
め
る
た
め
」
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
　
「
本
来
の
一
〇
％
条

項
の
創
設
に
と
っ
て
決
定
的
重
要
性
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
度
重
な

る
政
権
の
危
機
を
と
も
な
っ
た
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
多
党
制
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

家
（
ノ
N
一
Φ
一
b
9
同
け
Φ
陣
①
口
ω
け
鋤
帥
け
）
の
記
憶
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
後
に
五
％
条
項
へ
収
敏
さ
れ
て
い
く
、
戦
争
直
後
の
ヘ
ッ
セ
ン

州
市
町
村
選
挙
で
の
一
五
彫
条
項
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
一
四
条
四

項
に
定
め
ら
れ
て
い
た
選
挙
区
連
合
を
基
準
と
し
た
一
〇
条
項
お
よ



比例代表制における阻止条項について

び
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
ゲ
ン
州
憲
法
上
の
一
〇
％
ま
で
の
阻
止
条
項
を
可
と
す
る
規
定
（
五
二
条
三
項
）
は
い
ず
れ
も
、
議
会
の

「
政
権
担
当
能
力
」
を
確
保
す
る
た
め
に
、
発
案
さ
れ
た
規
定
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
表
8
は
、
州
憲
法
上
の
阻
止
条
項
規
定
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
現
行
州
選
挙
法
上
、
す
べ
て
の
州
は
阻
止
条
項
を
、
し
か
も
ほ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

ん
ど
の
場
合
五
％
条
項
を
有
し
て
い
る
。
一
九
四
九
年
五
月
に
ボ
ン
基
本
法
が
施
行
さ
れ
、
同
年
六
月
に
連
邦
議
会
選
挙
法
が
制
定
さ
れ

る
以
前
に
、
制
定
さ
れ
て
い
た
州
憲
法
の
規
定
上
阻
止
条
項
を
鋸
束
的
に
規
定
し
て
い
た
州
憲
法
は
、
一
九
四
六
年
一
二
月
二
日
の
バ
イ

エ
ル
ン
州
憲
法
一
四
条
四
項
（
一
〇
％
条
項
）
と
一
九
四
七
年
一
〇
月
二
一
日
の
ブ
レ
ー
メ
ン
市
憲
法
七
五
条
三
項
（
五
％
条
項
）
で
あ

っ
た
。
一
九
四
九
年
五
／
六
月
以
前
に
制
定
さ
れ
、
阻
止
条
項
の
規
定
を
可
と
し
た
州
憲
法
は
、
一
九
四
六
年
一
一
月
二
八
日
過
ヴ
ュ
ル

テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
ゲ
ン
州
憲
法
五
二
条
三
項
（
一
〇
％
条
項
、
但
し
州
選
挙
法
上
は
五
％
条
項
を
規
定
）
、
　
一
九
四
六
年
一
二
月
一
日

の
ヘ
ッ
セ
ン
州
憲
法
七
五
条
三
項
（
五
％
条
項
）
お
よ
び
一
九
四
七
年
五
月
一
八
日
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ァ
ル
ツ
州
憲
法
八
○
条
四
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

（
五
％
条
項
、
本
来
は
ノ
0
％
条
項
と
し
て
主
張
さ
れ
た
が
、
五
％
条
項
に
緩
和
さ
れ
た
経
緯
を
経
て
実
定
化
さ
れ
た
）
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
一
九
四
七
年
五
月
二
〇
日
の
ヴ
ュ
ル
テ
ソ
ベ
ル
ク
・
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
州
憲
法
（
二
一
、
二
二
、
二
三
条
）
お
よ
び

一
九
四
七
年
五
月
二
二
日
の
バ
ー
ゲ
ン
州
憲
法
（
五
八
、
五
九
条
）
は
選
挙
方
法
と
阻
止
条
項
を
定
め
て
い
な
か
っ
た
が
、
比
例
代
表
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

選
挙
を
事
実
上
想
定
し
て
い
た
。

　
英
国
占
領
区
で
は
ボ
ン
基
本
法
制
定
以
前
に
、
州
憲
法
は
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
一
九
四
七
年
一
月
二
二
日
の
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ

ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
選
挙
法
は
全
州
レ
ベ
ル
で
の
五
％
条
項
を
規
定
し
、
一
九
四
七
年
三
月
三
一
日
の
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
選
挙
法

は
全
州
レ
ベ
ル
で
の
五
％
条
項
、
な
い
し
一
小
選
挙
区
で
の
議
席
を
比
例
代
表
制
の
配
分
の
要
件
と
し
、
一
九
四
七
年
一
月
三
一
日
の
シ

ュ
レ
；
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ソ
州
選
挙
法
は
百
分
率
条
項
を
含
ま
な
い
が
、
一
小
選
挙
区
で
の
議
席
を
阻
止
条
項
と
し
て
有
し
て
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表8　戦後西ドイツの州憲法における阻止条項

1946．11．28．WUrttembergBaden憲法52条3項
　議席の配分は，州において投票された有効投票が…定の百分率に到達してい
るか否かに依存せしめられうる。それ〔阻止条項〕は，10％を超えてはならない。

1946．12．1．Hessen　憲法75条3項2文
　州議会に代表者を選出するために，選挙人集団が獲得しなければならない，

投票された有効投票の最小数〔阻止条項〕は，5％を．超えて想定されえない。

1946，12．2．Bayern　憲法14条4項
　少なくとも一選挙区連合で，投票された投票の10％を獲得できなかった，候

補者名簿には，議席は配分されない。

1947．10．21．Bremen　憲法75条3項
　ブレーメン選挙区ないしブレーマーハーフェン選挙区で，投票の5％以下し

か投票されなかった候補者名簿には，議席は配分ざれない。

1947．5．18。　Rheinland・Pfalz　憲法80条4項2文

　州議会の議席は，少なくとも州において投票された有効投票の5％を獲得し

た，候補者名簿にのみ配分されうると，選挙法は規定しうる。

1950。7．22．改111Hessen　憲法75条3項2文

　州議会に代表者を選出するために，投票の最小数を選挙人集団が獲得するこ

とが，他の要件と共に要求される場合には，最小数〔阻止条項〕は投票された有

効投票の5％を超えてはならない。

1950．9．1．Berlin　憲法26条2項2文
　ベルリンの領域内全体で，投票の5％未満を投票された候補者名簿には，議

席は配分されない。

1951，4．．13．　Medersachsen　憲法4条3項3文

　投票の10％未満を投票された候補者名簿には，議席は配分されないと，法律
は規定しうる。

1953．11．11．Baden・WUrttemberg　憲法28条3項2および3文
　法律は，議席の配分を，州において投票された有効投票数が最小配分値に到
達している・か否かということに，依存させることができる。：要求される配分値

〔阻止条項の限度〕は5％を超えてはならない。

1958．3．28．改正　Berlin　憲法26条2項’2文

　ベルリン領域内全体で，投票の5％未満の得票数の政党は，当該政党の候補

者が・選挙区で議席を獲得しない場合には，議席を配分されない。

1973．5．8．改正　Bayern　憲法14条4項

　州において，少なくとも投票された全有効投票の5％を獲得しなかった，候

補者名簿は，州議会の議席を配分されない。

本表は，R．W．　FUBlein，　Pθ跳ビ1～6稔吻∬胆8　V6rlag　fUr　Rechtswissenschaft　vorm

Franz　Vbhlen，ユ951，』Viktor　Renner，更Entstehung　und　Aufbau　des　Landes　Baden・

WUrttemberg”，1δ尺Bd．7，1958，　S．197－233，　Karl　Schweiger，監「Art．14”，　Nawiasky／

Leusser／Gerner，凸老惚吻∬瑚g　46s　F駕魏磁‘θs動ッ6γη，2．Auf1．，　CH．Beck’sche

Vbrlagsbuchhandlung，　August　1976および伊藤満訳「独逸連邦共和国各ラント憲法（全

訳）その．．一」『創価法学』1978年3月，146頁に基づいて作成した。
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麓
）

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
で
は
阻
止
条
項
は
直
ち
に
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

は
五
％
条
項
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

現
行
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
選
挙
法
五
条
二
項
に

．比例代表制における阻止条項について

　
ボ
ン
基
本
法
制
定
後
に
、
州
憲
法
上
阻
止
条
項
を
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
、
ヴ
ュ
ル
テ
ソ
ベ
ル
ク
・
ホ
ー
エ
ソ
ツ
ォ

レ
ル
ン
州
、
バ
ー
ゲ
ン
州
に
も
、
州
選
挙
法
上
五
％
条
項
が
導
入
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
五
〇
年
九
月
一
日
の
西
ベ
ル
リ
ン
市
憲
法
二
六

条
二
項
（
五
％
条
項
、
後
に
一
九
五
八
年
三
月
二
八
日
の
改
正
に
よ
り
、
五
％
条
項
な
い
し
一
二
選
挙
区
議
席
の
要
件
に
緩
和
さ
れ
た
）
、

一
九
五
一
年
四
月
一
三
日
の
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
憲
法
四
条
三
項
（
一
〇
％
条
項
を
可
と
す
る
規
定
、
但
し
、
州
選
挙
法
上
は
一
九
五

九
年
に
五
％
条
項
が
再
規
定
さ
れ
る
ま
で
、
阻
止
条
項
は
な
か
っ
た
）
お
よ
び
一
九
五
三
年
一
一
月
一
一
日
の
バ
ー
ゲ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン

ベ
ル
ク
州
憲
法
二
八
条
三
項
（
五
％
条
項
）
に
よ
っ
て
、
阻
止
条
項
は
一
般
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
戦
争
直
後
に
は
五
％
条
項
よ
り
強
い
一
〇
％
条
項
が
し
ば
し
ぽ
主
張
さ
れ
る
ほ
ど
、
安
定
し
た
政
権
の
基
盤
で
あ
る

州
議
会
多
数
派
の
形
成
が
急
務
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
図
9
は
、
戦
後
一
九
四
九
年
ま
で
の
州
議
会
選
挙
結
果
に
及
ぼ
し
た
阻
止
条
項
の
影

響
を
鳥
瞼
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
結
論
と
し
て
、
五
％
条
項
を
始
め
と
す
る
阻
止
条
項
は
、
比
例
代
表
制
の
自
己
制
約
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
阻
止
条
項
を

一
〇
％
や
一
五
％
条
項
に
す
る
と
、
比
例
代
表
制
が
持
つ
、
本
来
の
少
数
者
の
見
解
を
も
代
表
す
べ
し
と
い
う
「
比
例
効
果
」
が
も
た
ら

す
、
多
元
主
義
を
通
じ
た
統
合
と
い
う
要
素
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
阻
止
条
項
の
効
果
は
、
比
例
代
表
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

比
例
効
果
を
も
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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　　　　　　　　図9　戦後1949年までの州議会選挙への阻止条項の影響

1）シュレースビッヒ・ホルシュタイン州（英）

1946．2．26．任命　1946．11．11．選出／13．任命　　　　　　1947．4．20．選1｝・i

SPD　　　　24　SPD　　9選山16任命　『　　　　SPD　43＝34十9
CDU　14　CDU　11〃12〃蓬　CDU　21一・＋15
KPD　　　　　6　KPD　　－　　　3〃　挙　　　　KPD　O

FDP　1→FDP一　・〃→羅→　FDP。
ドィ・醜党1SSW　1〃3〃簗　SSW・一・＋・
無所属　　　　19　ドイツ保守党一　　　1〃　　項　（合計＝小選挙区＋比例代表制）

2）バイエルン州（米）　　　　　　　　　3）ヴュルテンベルク・バーゲン州（米）

1946．6．30．選’到　　　　1946．12．1．　　　　　1946．6．30．選H㌔　1946．11．24．選昌～

・・U1・9魁・・U　1・4五CDU　41　CDU　39

1；踊一辱奮謂5儲一㍊1一羅・後のFDP・
　　　　　　　　　　を％　WAV　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　WAV　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13　　　　　　　KPD　10　　　KPD　10

FDP・鱗FDr’・
4）ヘッセン州（米）　　　　　　　　　5）ノルトライン・ヴェストファーレン州（英）

1946。6．30選出　　　1946．12．1．選出　1946．8，29。任命　　　1947．420．選出

　　SPD　42　　　　　　SPD　　　　　38　　　SPD　　71　　　　　　　SPD　64
　　　　　　　　　　五
　　CDU　35　　　％　　CDU　　　　　28　　　CDU　　66　　　　　　　CDU　92

鼎→番盈FDP｛！登PD　II一髪一IPD　Il
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FDP　　　g　　　　　　　FDP．12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無所属　2

　　6）ブレーメン市（英→米）

　　1946．3：23．任命　1946。10．13．／47．2

　　　SPD　　27　　　SPD　　65

　　　　　　　　　　　　CDU　　15．

　　　KPD　　　g　　　KPD　　　4

　　　無所属　3

　　　　　　　　　　　　1947．10．12．選昌～

．6．選出　　　　　Brelnen　　　Bremerhaven

　　　　．　　　SPD　　　3610
　　　フマに

　　　レ1おCDU　　213

　　　1々
　　　　　　　　’KPD　　　　8　2

　　　　　　　　ドイツ党　0　3
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比例代表制における阻止条項について

7）、ノ・ンブルグ（英）

1946．10．13．選出

SPD　83

CDU　16

FDP　　7

KPD　　4

1949．10。16．選出

　　SPD

　　CDU阻

止　FDP
一蓋一・・D

　な　ドイツ党
　し
　　　　ドイツ保守党

　　　　急進社会自由党

［
」
2
7
置
O
Q
ゾ
ー
－

だ
0
2
1

8
）

1946．11．17．選昌～

ラインラント・プァルツ州（仏）

CDP／CDU
SPD
KPD
社会国民同盟

自由党

　　　　　1947．5．18．選出

70阻CDU　　48　　止
41　条　　SPD　　　　　34
　　　　　　
9項　KPD　　　　7
1噛・野FDP　11

9＞ニーダーザクセン州（英）

1946．11．1．任命　　　　1947．4．20．選出

SPD　38

CDU　20

NLP　17
FDP　　7

KPD　　4

Z　　　1

　
　
　
↓

挙
区
議
席
条
項

五
％
な
い
し
一
小
選

　
　
　
↓

SPD
CDU
ドイツ党

FDP
KPD
DZP

65　　　　　　1951．　　　1955．

30　阻
　　止　　　　　　　　　　五
ll一番一1・党制一・党制一案一・党制

　　　　　　　　　　　　　　　項　　な
8　し

6

1959．

SPD
CDU
ドイツ党

BHE
FDP

10）バーゲン州（イム）

1946．11．17．選’｛～

BCVP　37
SP　　　ll

DP　　　g

KP　　　4

　　　　1947．5．18．選’島

　阻　 BCVP／CDU　34
　止
→条→SP／SPD　13
　項　 DP／FDP　　　9
　な
　し　KP／KPD　　　4

11）ヴュルデンベルク・ホーエンツォレルン州（仏）

1946．11．17．選出．　　　1947．5．18．選出

CDU　42

SPD　14

DVP　　8

KPD　　4

　阻　CDU
　止
　条　SPD
ぜレ　　　
　項　　DVP／FDP
　な
　し　KPD

4
り
白
1
5

3
1
1

11）ベルリン市（ソ米仏英→米仏英）

　
　
↓

阻
止
条
項
な
し

大ベルリン市

1946．10．20」巽1正㌔

SPD
CDU
SED
LDP

4
Q
ゾ
7
9
白

丑
U
り
倉
2
1

→

西ベルリン市

1948．12．5。選β．i

　　SPD　60

　　CDU　21

LDP． P7

12）ザールラント（仏）

1947．10．5．選出

阻　CVP
止
条　SPS
項→cPS
な
し　無所属／KPD

ρ
σ
7
3
2

り
白
－

括弧内は，各々の占領国名の略称を示す。DPとは民主党の略である。
本図は，Potthoff／“でnzel，飾ηゴδzκ1z加1～！独1～8γ1ηs’∫’癬。ηθη瑠40㎎αη∠sα’10ηθη1945－

1919Droste，1983，　S．87・139に基づいて作成した。

147



三
　
阻
止
条
項
と
政
党
制
の
相
関
関
係
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以
上
、
州
（
ラ
ン
ト
）
に
お
け
る
阻
止
条
項
を
政
党
制
と
の
関
連
で
見
て
き
た
が
、
国
際
比
較
を
試
み
る
と
図
1
0
の
よ
う
に
な
る
。
図
1
0

は
き
れ
い
な
放
物
線
を
描
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ぽ
、
小
党
乱
立
制
と
政
権
担
当
能
力
あ
る
、
お
お
む
ね
五
党

制
と
の
間
に
、
一
つ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
外
見
上
は
五
党
制
だ
が
、
実
質
的
に
は
社

会
主
義
プ
ロ
ヅ
ク
（
社
会
民
主
労
働
党
お
よ
び
左
共
産
党
）
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
ブ
ロ
ッ
ク
（
穏
健
統
一
党
、
中
央
党
（
農
民
党
）
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紡
）

国
民
党
）
の
《
ブ
ロ
ッ
ク
間
競
合
》
が
、
議
会
で
定
着
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
七
六
年
以
降
、
主
と
し
て
選
挙
ご
と
に
こ
の
二
つ
の
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
溺
）

ロ
ッ
ク
問
で
政
権
が
交
代
し
て
い
る
た
め
、
紆
余
曲
折
は
あ
る
も
の
の
、
私
見
に
よ
れ
ば
擬
似
二
党
制
の
よ
う
な
政
権
の
安
定
が
認
め
ら

れ
る
。
し
か
し
、
表
1
1
が
示
す
よ
う
に
、
比
例
代
表
制
が
選
挙
制
度
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
多
党
制
の
も
と
に
あ
る
が
故
に
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
で
は
、
第
一
党
で
あ
る
社
会
民
主
労
働
党
と
い
え
ど
も
、
得
票
率
が
過
半
数
を
超
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
ず
、
比
較
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

党
に
す
ぎ
ず
、
絶
対
多
数
党
と
か
過
半
数
政
党
と
い
う
も
の
は
存
在
し
え
な
い
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
史
上
、
一
九
四
〇
年
と
六
八
年
の
二
回

だ
け
、
社
会
民
主
労
働
党
が
五
〇
％
を
越
え
る
得
票
を
得
て
い
る
）
。
な
お
、
四
％
条
項
が
始
め
て
適
用
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
九
月
の
一

院
制
議
会
の
第
一
回
選
挙
以
降
、
左
共
産
党
は
四
％
条
項
を
ク
リ
ア
ー
し
て
い
る
。
左
共
産
党
が
四
％
を
切
っ
た
一
九
五
八
年
と
一
九
六

八
年
選
挙
の
直
前
に
は
、
ソ
連
軍
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
、
そ
れ
ぞ
れ
介
入
し
、
そ
の
影
響
が
北
欧
の
ス
ウ
ェ
；
デ

ン
の
選
挙
に
も
出
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
左
共
産
党
は
社
会
民
主
労
働
党
が
政
権
を
担
当
す
る
場
合
に
も
、
政
権
に
は
連
立
し
な

い
が
、
当
然
社
会
民
主
労
働
党
の
政
策
を
支
持
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。



比例代表制における阻止条項について

図10　阻止条項と政党制の相関関係

国名

　選挙年
止
項

阻
条

　　　　　　　％

ヘッセン州都市15

　　1946

糞

西ドイツ

　1957－1987

5

スウェーデン　　　4

　1970－1981

スペイン寧

　1977－1982

プンマーク
　1957－1979

イスラエル
　1951－1981

ワイマール・

ドイツ

　1920－1933

3

2

1

0

1
糞

馨

．藁x

顕。

●　　●　　●

×　交

妻．

X　　X

×蚤’ ~××　美

5 10 　　15

政党制

＊スペインのρ・印は全国レベルで3％以．ドの政党も含めた政党制

本図は表2および表3と同一文献および清水望『西ドイヅの政治機構』（成文堂，1969年）

116－117頁により作成した。
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表1Lスウェーデン国会の投票率と各党別得票率（1921～1981）

選挙の．年 投票率 左共産党
社会民主

J働党
国民党 中央党

i農民党）

穏　　健

揶齠}
その他

1921 54．2 4．6 39．4 19．1 11．1 25．8 0．0

1924 53．0 5．1 41．1 16．9 10．8 26．1 0．0

1928 67．4 6．4 37．0 15．9 11．2 29．4 0．1

1932 68．6 8．3 41．7 1L7 14．1 23．5 0．7

1936 74．5 7．7 45．9 12．9 14．3 17．6 1．6

1940 70．3 4．2 53．8 12．0 12．0 18．0 0．0

1944 71．9 10．3 46．7 12．9 13．6 15．9 0．6

1948 82．7 6．3 46．1 22．8 12．4 12．3 0．1

1952 79」 4．3 46．1 24．4 10．7 14．4 0．1

1956 79．8 5．0 44．6 23．8 9．4 17．1 0．1

1958 77．4 3．4 46．2 18．2 12．7 19．5 0．0

1960 85．9 4．5 47．8 17．5 13．6 16．5 0．1

1964 83．9 5．2 47．3 17．0 13．2 13．7 3．6

1968 89．3 3．0 50．1 14．3 15．7 12．9 4．0

1970 88．3 4．8 45．3 16．2 19．9 11．5 2．3

1973 90．8 5．3 43．6 9．4 25．1 14．3 2．3

1976 91．7 4．8 42．7 11．1 24．1 15．6 1．7

1979 90．2 5．6 43．2 10．6 18．1 20．3 2．2

1981 92．0 5．5 45．9 5．9 15．6 23．6 4．4

本表は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）　1970年以前は二院制議会

岡野加穂留『世界の議会團ヨーロッパ〔III〕』（ぎょう．せい　1983年）47頁によった。

　
ス
ペ
イ
ン
（
表
1
2
）
で
は
、
三
％
以
上
の
得
票
率
の

主
要
政
党
か
ら
な
る
四
布
な
い
し
五
寸
制
に
、
四
党
な

い
し
五
寸
の
泡
沫
政
党
が
プ
ラ
ス
し
た
、
二
重
の
政
党

制
が
成
立
し
て
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
（
表
1
3
）
で
は
、

一
九
五
三
年
目
憲
法
改
正
が
行
わ
れ
て
以
降
、
一
九
五

七
年
か
ら
一
九
七
一
年
ま
で
二
党
制
か
ら
七
党
制
の
間

を
推
移
し
て
い
た
が
、
一
九
七
三
年
の
選
挙
以
降
一
〇

党
制
な
い
し
一
一
党
制
へ
と
移
行
し
た
。
デ
ン
マ
ー
ク

で
二
％
条
項
で
な
く
、
仮
に
五
％
条
項
が
適
用
さ
れ
て

い
た
な
ら
ば
、
一
九
七
三
年
の
選
挙
で
は
七
党
制
、
一

九
七
五
年
に
は
七
党
制
、
一
九
七
七
年
に
は
五
党
制
、

一
九
七
九
年
に
は
六
党
制
へ
と
推
移
し
た
で
あ
ろ
う
。

四
％
条
項
な
ら
ぽ
、
一
九
七
三
年
に
は
八
党
制
、
一
九

七
五
年
に
は
不
党
制
、
一
九
七
七
年
に
は
五
党
制
、

一
九
七
九
年
に
は
六
党
制
へ
と
推
移
し
、
三
％
条
項
な

ら
ば
、
一
九
七
三
年
に
は
九
党
制
、
一
九
七
五
年
に
は

八
党
制
、
一
九
七
七
年
に
は
一
〇
党
制
、
一
九
七
九
年
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比例代表制における阻止条項に．ついて

表12　1977－1982年スペイン議会の得票率と議席率

　　　得票率　％
1977　　　　　1979　　　　　1982

　　　議席率　％
1977　　　　　1979　　　　　1982

社会主義労働者党
人民連合（保守右派）

民主中央同盟（中道）

共産党

CDS
Ciu
PNV
HB
ERC
EE
その他

30．3

8．4

34．8

9．3

2．8

1，7

0．8

0．3

11．5

30．5

6．5

35．0

10．8

2．7

1．7

1．0

0．7

0．5

10．6

48．4

25．9

6．8

4．0

2，9

3．7

1．9

1，0

0．7

0．5

3．6

33．7

4．6

47，1

5．7

3．1

2，3

0．3

0．3

2．9

34．5

2，0

48．0

6．6

2。3

2．0

0．9

0．3

0，3

2．3

57．7

30．3

3．4

1．1

0．6

3．4

2．3

0，6

0．3

0．3

0．0

本表は，Dieter　Nohlen，肱1～飽6加襯ゴ勘漉勧s｝s’召鵬Leske十Budrich，1986，　S．175によ
る。

デンマーク国会の投票率と各党別得票率（1957－1979年）表13－a
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＝
潔
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＝
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＝
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デンマーク議会の政党別議席数（1957－1979年）表13－b
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1
7
1
1
9
7
n

左
派
社
会
党

一
「
一
一
4
一
｝
4
5
6

共
　
　
産
　
　
党

6
　
「
一
一
一
6
7
7
0

総
　
　
議
　
　
席

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
　
1
　
1
　
1
1
　
1
1
　
1
　
1
1

選
　
挙
　
の
　
年

7
0
4
6
8
1
3
5
7
9
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
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に
は
八
二
制
へ
と
推
移
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
阻
止
条
項
が
意
味
を
持
つ
の
は
四
％
程
度
が
限
度
で
あ
り
、
二
％

で
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
は
小
党
分
立
化
し
う
る
と
言
え
よ
う
。
ち
な
み
に
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
少
数
内
閣
が
恒
常
化
し
て
い

る
。
社
会
民
主
党
が
一
九
五
三
年
九
月
か
ら
一
九
六
八
年
一
月
ま
で
、
　
へ
ー
ヅ
ト
フ
ト
（
国
き
ω
出
①
島
。
博
）
、
　
ハ
ン
セ
ン
（
＝
・
ρ

鵠
き
ω
Φ
ロ
）
、
カ
ン
プ
マ
ソ
お
よ
び
ク
ラ
ウ
（
木
偏
ω
O
茸
。
凶
鑓
α
q
）
を
首
班
と
す
る
安
定
し
た
連
立
内
閣
を
維
持
し
て
き
た
が
、
そ
の
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

一
九
八
二
年
九
月
ま
で
に
一
〇
の
短
命
な
内
閣
が
生
れ
た
。
特
に
一
九
七
三
年
一
二
月
五
日
に
一
〇
政
党
が
選
挙
に
進
出
し
た
。
翌
年
、

一
九
七
四
年
の
失
業
率
八
・
九
％
（
八
万
七
千
人
）
で
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
0
・
七
％
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
一
・
九
％
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
一
・
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

％
と
比
べ
て
、
極
め
て
高
く
、
政
情
不
安
の
結
果
が
小
党
分
立
化
へ
至
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
イ
ス
ラ
エ
ル
は
（
表
1
4
）
典
型
的
な
多
党
制
国
家
で
あ
り
、
各
党
と
も
分
裂
と
結
合
（
連
合
）
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
単
独
過
半
数
を

占
め
た
政
党
は
建
国
以
来
一
度
も
な
く
、
一
九
四
八
年
五
月
か
ら
独
立
三
〇
周
年
を
迎
え
た
七
八
年
五
月
ま
で
、
一
九
の
連
立
内
閣
が
、

平
均
一
九
ヵ
月
の
寿
命
で
誕
生
し
た
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
治
は
「
安
定
し
た
多
党
制
シ
ス
テ
ム
」
で
運
営
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ

は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
府
が
、
一
九
七
三
年
の
第
八
回
選
挙
ま
で
、
社
会
主
義
シ
オ
ニ
ズ
ム
政
党
の
穏
健
派
で
あ
る
マ
パ
イ
（
一
九
五
一
年

三
七
・
三
％
四
五
議
席
、
一
九
五
五
年
三
二
・
二
％
四
〇
議
席
、
一
九
五
九
年
三
八
・
二
彫
四
七
議
席
、
一
九
六
一
年
三
四
．
七
％
四
二

議
席
、
一
九
六
五
年
三
六
・
七
％
四
五
議
席
）
あ
る
い
は
社
会
主
義
シ
オ
ニ
ズ
ム
陣
営
の
連
合
体
と
し
て
の
労
働
党
連
合
（
一
九
六
九
年

四
六
・
七
％
五
六
議
席
、
一
九
七
三
年
三
九
・
六
％
五
一
議
席
）
が
常
時
こ
れ
ら
の
連
立
内
閣
の
主
流
を
占
め
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
一

九
七
七
年
の
第
九
回
選
挙
以
降
、
中
道
・
右
派
連
合
の
リ
ク
ー
ド
（
一
九
七
七
年
三
五
・
三
％
四
五
議
席
、
一
九
八
一
年
三
七
．
一
％
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

八
議
席
）
が
中
心
と
な
っ
て
連
立
政
権
を
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
〇
％
の
得
票
率
を
越
え
る
、
核
と
な
る
政
党
が
常
に
存
在

し
、
特
に
近
年
は
労
働
党
連
合
と
リ
ク
ー
ド
の
二
大
政
党
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
・
ド
イ
ツ
に
お
い
て
S
P
D
が
「
三

152



’
ρ
Q
9
邸
曝
田
豊
ゆ
念
異
思
羅

表14　イスラエルにおける第1回～9回選挙各党の得票率（％），議席数

1951 1955 1559 ．1961 1965 1969 1973 1977 1981

マ　　　　　　　パ　　　　　　　イ 　％
R7．3

議席
S5

　％
R2．2

議席
S0

　％
R8．2

議席
S7

　％
R4．7

議席
S2

　％

R6．7

議席

S5

　％　　議席

R6．6　　47
アツ　ドッ　ト　。ハアヴォ．ダ 8．2 10 6．0 7 6．5 8

　％

S6．2

　　　議席

i労働党連合｝

@　　56

　％

R9．6

議席

T1

　　％．

Q4．6

　．議席

R2

マ　　　　　　　　　　ノ♂　　　　　　　　　ム

12．5 15

7．3 曾 7．2 9 7．6 9 6．6 8 （リクード）

R7．1 48

ラ　　　　　　　　ツ　　　　　　　　イ 7．9 10

（タミ〉

ス　　テ　　イ　　ト　　・　　リ　　ス　　ト 3．1 4 2．3 3

フ　　リ　一　　・　セ　　ン　　タ　　一 1．2 2
（テレム）

P．6．　　7

へ．　　　ル　　　　一　　　　ト 6．6 8 12．6 15 13．6 17 13．7 17

30．2　　　39
iリクード）

35．3 45
（シヌィ）

P．5　　　2

一．．．・ ﾊシオニスト 18．9 23 10．2 13 6．1 8

21．3　　26
iガハル）

21．7 26
（テヒヤ）

Q．3 3

自　lll党 一一一一一一一一一一一一

@進　　歩　　党 3．2 4 4．4 5 4．6 6

13．6 17
3，8　　5

o独立自由党）
3．2 4 3．6 4 1．2

1
． ．0．6

一

国　　家　　宗　　教　　党 8．3 10 9．1 11 9．9 12 9．8 12 8．9 11 9．7 12 8．3 10 9．2 12 4．9 6

ア　グダ　ッ　ト　・　イ　ス　ラ　エル 3．7 4 3．3 4 3．2 4 3．．4 4 3．7 4

ボアレイ・アグダット・イスラエル

3．7 5 4．7 6 4．7 6

1．9 2 1．8 2 1・8． 2

3．8 5

L3 1 0．9 一

共　　　　　　産　　　　　　党 4．0 5 4．5 6 2．8 3 4．1 5 3．4 4 1．2 1 L4 1

ニュー　・　コ　ミ　ュニス　ト　（ラカ） 2．8 3 3．4 4

4．6　　　　　　　5
i平和と平等のための民主戦線）

3．4 4

ア　ラ　ブ　　・　マ　イ　ノ　リ　テ　ィ 4．7 5 4．9 5 3．5 5 3．5 4’ 3．3 4 3．5 4 3．0 3 1．4 1 1．2 一

ハ　　オ　　ラ　　ム　　・　　ハ　　ゼ 1．2 1 1．2 2 0．7 一

1．6　　　　2
iシェリイ）

0．5 一

変革のた　めの民主運動 11．6 15
（市民権運動）’L4　　　1

そ　　　　　　の　　　　　　他 0．7 一
1．9

一 3．4 　
0．7

一
1．7

一
1．1

一 5．9 3 5．8 2
（その他）

Q．0　　　一

本表は，真鍋一一．・史「イスラエル」64－65頁，飯坂・清水・堀江・宮里『世界政治ハンドブック』（有斐閣，1982年）による。

oっ
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○
％
の
壁
L
を
越
え
ら
れ
ず
、
政
情
不
安
に
陥
っ
た
こ
と
と
著
し
い
対
比
を
な
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
大
政
党
間
の
政
権
担
当
能
力
を
備
え
た
代
替
選
択
肢
へ
の
統
合
（
選
挙
に
お
け
る
、
遠
心
的
で
、
地
域
的
、
か
つ
多
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

族
国
家
に
お
け
る
民
族
的
な
、
政
治
勢
力
に
代
表
権
を
与
え
る
と
い
う
、
比
例
代
表
制
の
持
つ
「
比
例
効
果
（
寓
8
0
三
§
蜂
蜜
田
h
Φ
ヨ
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

が
も
た
ら
す
多
元
主
義
を
通
し
た
統
合
と
、
並
び
称
さ
れ
る
）
が
持
つ
、
「
多
数
派
効
果
（
ζ
Φ
げ
昏
ω
｝
け
ω
Φ
鴫
Φ
容
）
」
に
基
づ
い
て
考
察
す

る
な
ら
ぽ
、
全
議
席
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
る
政
党
、
す
な
わ
ち
、
西
ド
イ
ツ
流
に
言
え
ば
「
国
民
政
党
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
政

党
制
を
支
え
る
前
提
条
件
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
次
稿
で
は
S
P
D
の
戦
後
の
国
民
政
党
化
の
過
程
を
追
っ
て
ゆ
き
た
い
。
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お
わ
り
に

　
D
・
ノ
ー
レ
ン
（
U
冷
一
興
Z
O
三
①
づ
）
に
よ
れ
ぽ
、
選
挙
制
度
は
、
第
一
に
政
党
の
持
つ
泡
沫
政
党
化
を
阻
止
し
、
第
二
に
地
域
的

（
少
数
）
政
党
の
議
会
へ
の
進
出
を
可
能
に
し
、
第
三
に
、
大
政
党
を
有
利
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
に
お
け
る
多
数
派
形
成
を
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

易
に
し
、
か
く
し
て
、
議
会
制
度
の
機
能
を
改
善
す
る
と
い
う
、
三
つ
の
政
治
的
効
果
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
比
例
代
表
制
と

い
う
選
挙
制
度
は
、
分
裂
（
O
Φ
ω
ぎ
8
σ
q
慈
江
。
づ
）
、
小
党
分
立
（
凄
二
a
①
石
心
ω
藁
葺
Φ
毎
づ
ひ
q
）
お
よ
び
政
治
的
不
安
定
（
b
＆
江
ω
。
げ
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

冒
ω
雷
甑
ま
響
）
と
い
う
、
三
つ
の
政
治
的
帰
結
と
結
び
付
い
て
い
る
。
そ
れ
故
に
本
稿
は
、
こ
れ
ら
比
例
代
表
制
の
三
つ
の
政
治
的
帰

結
を
克
服
す
る
制
度
と
し
て
の
、
阻
止
条
項
を
究
明
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ぽ
本
稿
は
、
選
挙
制
度
が
有
す
る
こ
れ
ら
の
三
つ

の
政
治
的
効
果
の
う
ち
、
第
一
の
泡
沫
政
党
化
の
阻
止
と
第
三
の
議
会
に
お
け
る
多
数
派
形
成
の
促
進
に
力
点
を
置
い
て
き
た
。
第
二
の

地
域
的
少
数
派
の
議
会
へ
の
進
出
の
具
体
例
は
、
シ
ュ
レ
ー
ス
ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ソ
州
に
お
け
る
、
オ
ラ
ン
ダ
少
数
民
族
を
保
護



比例代表制における阻止条項について

す
る
事
例
の
み
で
あ
っ
た
。
政
権
担
当
能
力
の
有
無
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
本
稿
の
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
こ
の
よ
う
な
地
域
的

少
数
派
の
議
会
へ
の
進
出
の
具
体
例
へ
の
言
及
が
少
な
い
こ
と
は
、
し
か
し
決
し
て
少
数
意
見
排
除
に
く
み
せ
ず
、
む
し
ろ
、
野
党
の
政

権
担
当
能
力
を
養
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
権
交
代
へ
と
導
き
、
そ
の
結
果
、
少
数
意
見
を
政
府
が
吸
収
す
る
機
会
を
増
や
そ
う
と
す

る
目
的
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
戦
後
の
S
P
D
の
連
邦
議
会
選
挙
に
お
け
る
得
票
率
は
、
一
九
四
九
年
二
九
・
二
％
、
一
九
五
三
年
二
八
・
八
％
、
一
九
五
七
年
三
一
．

八
％
で
あ
り
（
図
2
参
照
）
、
い
ず
れ
も
全
得
票
の
三
分
の
一
に
満
た
な
か
っ
た
。
私
見
に
よ
れ
ぽ
、
全
議
席
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
る

こ
と
は
、
す
べ
て
の
政
党
（
な
い
し
政
党
連
合
）
に
と
っ
て
、
自
党
が
政
権
の
中
心
と
な
り
う
る
た
め
の
前
提
条
項
と
な
る
。
け
だ
し
、

い
ず
れ
の
政
党
も
単
独
で
過
半
数
を
獲
得
し
え
ず
に
連
立
政
権
を
形
成
す
る
場
合
に
は
、
全
議
席
の
三
分
の
一
を
制
す
る
政
党
は
、
過
半

数
を
擁
す
る
連
立
政
権
の
三
分
の
二
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
五
九
年
に
S
P
D
は
バ
ー
ド
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領

を
採
択
し
、
国
民
政
党
と
し
て
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
り
、
一
九
六
一
年
連
邦
議
会
選
挙
で
、
三
六
・
二
％
の
得
票
を
得
て
、
左
の
国

民
政
党
と
し
て
認
知
さ
れ
、
そ
の
後
七
回
の
選
挙
で
い
ず
れ
も
三
七
％
以
上
の
得
票
を
獲
得
し
て
い
る
。
S
P
D
が
政
権
担
当
能
力
を
具

備
す
る
こ
と
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
与
野
党
の
交
代
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
複
数
政
党
制
こ
そ
が
、
自
由
主
義
デ
モ
ク
ラ

　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

シ
ー
の
至
上
の
原
則
の
一
つ
で
あ
る
が
故
に
、
議
会
に
お
け
る
野
党
の
役
割
が
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

注
（
－
）
甲
昌
凶
聞
ユ
㊦
ω
。
昌
昌
P
悶
琶
①
日
。
三
舞
a
寄
o
q
凶
①
三
畠
一
乗
ヨ
＆
㊦
ヨ
①
昌
ω
雷
9
。
計
ぎ
、
§
ミ
、
ミ
§
鴫
§
軋
ミ
園
ミ
§
茜
§
偽
職
ミ
b
§
，

　
　
聾
防
き
§
曾
§
冴
、
ミ
ミ
N
§
ミ
、
（
園
§
盟
謁
卜
）
＝
o
津
一
9
ω
」
Φ
・
清
水
望
『
西
ド
イ
ツ
の
政
治
機
構
』
（
成
文
堂
　
一
九
六
九
年
）
一
一
九
頁
。

　
　
議
会
制
度
が
機
能
す
る
前
提
条
件
は
、
国
民
が
議
会
と
政
府
に
お
い
て
多
数
派
を
形
成
す
る
能
力
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
国
家
と
憲
法
の
根
本
　
5
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
解
釈
に
お
い
て
一
致
す
る
、
国
民
に
根
を
下
ろ
し
た
大
政
党
が
存
在
し
、
か
つ
、
野
党
が
憲
法
の
基
盤
を
尊
重
す
る
形
態
の
代
替
政
策
の
み
を
追



　
　
求
す
る
場
合
な
の
で
あ
る
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蜀
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〇
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謡
．
「
現
代
の
多
元
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い

　
　
て
は
、
国
民
の
代
表
作
用
と
政
治
的
意
志
の
形
成
は
、
政
党
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
政
党
は
、
秩
序
付
け
ら
れ
て
い
な
い
多
様
な
、
共
同
体

　
　
的
、
経
済
的
お
よ
び
社
会
的
利
益
、
理
念
お
よ
び
希
望
か
ら
、
政
治
的
基
本
要
求
を
形
成
し
、
か
つ
、
政
党
組
織
に
よ
っ
て
、
選
挙
民
を
、
政
治

　
　
的
に
行
動
す
る
能
力
を
有
す
る
集
団
へ
と
結
集
す
る
の
で
あ
る
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〇
年
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二
七
頁
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岡
野
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穂
留
『
政
治
風
土
論
』
（
現
代
評
論
社
　
一
九
七
七
年
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二
一
一
頁
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七
六
頁
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（
7
）
　
し
か
し
、
政
権
担
当
能
力
の
有
無
は
、
数
量
化
し
え
な
い
要
素
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
側
面
こ
そ
が
ま
さ
に
「
政
治
的
な

　
　
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
事
実
、
政
党
の
政
権
担
当
能
力
に
と
っ
て
死
活
的
に
重
要
で
あ
る
、
　
「
国
民
政
党
で
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
問
題
は
、

　
　
支
持
者
の
政
党
に
対
す
る
好
感
度
と
い
う
よ
う
な
、
数
量
化
で
き
な
い
要
素
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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§
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。
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（
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ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
選
挙
制
度
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
ω
　
三
五
の
選
挙
区
（
住
民
八
七
一
、
○
○
○
と
二
、
五
八
九
、
○
○
○
の
あ
い
だ
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
名
な
い
し
二
〇
名
の
議
員

　
　
が
厳
正
拘
束
名
簿
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
。
こ
の
厳
正
拘
束
名
簿
は
、
政
党
の
管
理
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
候
補
者
お
よ
び
そ
の
順
序
に
つ
い

　
　
て
、
選
挙
人
に
対
し
こ
れ
を
変
更
さ
せ
る
こ
と
を
み
と
め
な
い
。
固
定
式
当
選
並
数
と
し
て
法
定
さ
れ
た
六
万
票
毎
に
一
名
の
議
員
が
選
挙
さ
れ

　
　
る
。
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比例代表制における阻止条項について

　
　
　
②
　
残
余
の
票
の
利
用
を
遺
漏
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
第
一
段
階
の
選
挙
区
の
上
に
第
二
段
階
の
選
挙
区
と
し
て
＝
ハ
個
の
選
挙
区
連

　
　
合
を
設
け
、
同
一
政
党
の
名
簿
毎
に
第
一
段
階
の
選
挙
区
に
お
け
る
三
万
票
以
上
六
万
票
未
満
の
端
数
を
集
計
す
る
。
そ
し
て
こ
の
選
挙
区
連
合

　
　
に
お
い
て
も
再
び
各
政
党
の
得
票
数
集
計
が
六
万
票
を
こ
え
る
毎
に
、
一
名
の
当
選
者
を
各
政
党
の
選
挙
区
連
合
候
補
者
名
簿
に
与
え
る
。

　
　
　
㈲
　
こ
の
選
挙
区
連
合
に
お
け
る
六
万
票
未
満
の
端
数
お
よ
び
第
一
段
階
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
三
万
票
未
満
の
端
数
は
さ
ら
に
全
国
選
挙
区

　
　
に
集
譜
し
、
そ
こ
で
各
政
党
が
予
め
提
出
し
て
い
る
各
政
党
の
全
国
候
補
者
名
簿
に
対
し
、
集
計
数
が
六
万
票
に
達
す
る
毎
に
当
選
者
を
与
え

　
　
る
。
こ
の
第
三
回
の
計
算
の
結
果
、
な
お
も
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
端
数
が
三
万
票
以
上
に
及
ん
だ
と
き
に
限
り
、
さ
ら
に
一
議
席
を
当
該
政
党

　
　
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ω
　
議
員
数
は
自
動
制
度
の
た
め
に
変
る
。
そ
の
数
は
有
権
者
と
と
も
に
変
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
不
断
の
人
口
増
の
た
め
に
常
に
大
き
な
も

　
　
の
に
な
っ
た
（
一
九
二
〇
年
に
は
四
五
九
名
、
一
九
三
三
年
目
は
六
四
七
名
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て
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九
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頁
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刈
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過
半
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受
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い
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権
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目
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①
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い
て
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挙
管
理
内
閣
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除
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少
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政
権
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巳
昌
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「
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蔓
ゆ
q
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＜
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5
貫
目
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七
に
対
し
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政
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B
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あ
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。
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争
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き
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ニ
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ベ
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ク
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あ
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ド
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ツ
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業
研
究
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ア
ハ
ル
ト
博
士
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い
る
。
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学
者
エ
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ル
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九
四
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邦
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九
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表
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政
党
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選
ぶ
側
面
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強
調
さ
れ
た
結
果
、
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会
は
、
政
党
が
党
大
会
で
す
で
に
決
定
し
た
綱
領
を
、
登
録
す
る
場
へ
と
変
容
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
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設
立
者
の

　
　
共
通
し
た
目
標
と
意
志
は
、
大
き
な
超
宗
派
的
で
、
社
会
を
統
合
し
、
社
会
を
改
良
す
る
国
民
政
党
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る
国
民
政

　
　
党
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
的
、
自
由
（
リ
ベ
ラ
ル
）
な
、
お
よ
び
、
保
守
的
な
要
素
が
、
等
し
く
政
治
的
故
郷
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早
い
出
し
う
る
こ
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N
①
一
矯
b
龍
園
ミ
討
㌧
貸
ミ
9
芝
。
ω
蓬
①
三
ω
o
ゴ
難
く
〇
ニ
ロ
α
q
層
一
㊤
Q
。
恥
輝
ω
』
ω
●

（
2
3
）
　
ω
o
げ
α
ロ
画
。
ゲ
ヨ
愉
ρ
帥
●
○
．
（
b
っ
O
）
℃
ω
」
①
．

（
2
4
）
　
加
藤
秀
治
郎
『
戦
後
ド
イ
ツ
の
政
党
制
』
（
学
陽
書
房
　
一
九
八
五
年
）
九
二
頁
。

（
2
5
）
　
竃
冒
冒
Φ
r
9
。
も
●
ρ
（
器
）
”
ψ
Q
。
刈
－
お
．

（
2
6
）
　
清
水
、
注
（
1
）
前
掲
書
、
一
二
六
－
七
頁
。

（
2
7
）
　
≦
．
乏
。
σ
①
ぐ
出
．
◎
D
o
ゲ
ロ
①
乙
。
お
9
S
蕊
ミ
暮
塁
沁
題
ミ
§
≧
馬
ミ
ミ
恥
§
訂
§
り
く
〇
二
9
0
q
O
＃
o
ω
o
げ
毛
碧
言
俸
O
o
こ
H
O
留
”
o
D
・
竃
．

（
2
8
）
　
清
水
、
注
（
1
）
前
掲
書
、
一
二
七
一
＝
一
九
頁
。



（
2
9
）
　
小
選
挙
区
で
獲
得
し
た
議
席
が
、
比
例
配
分
さ
れ
た
議
席
数
を
上
回
っ
た
場
合
の
、
超
過
代
表
二
議
席
を
含
む
た
め
、
四
〇
〇
議
席
よ
り
も
多

　
　
い
。

（
3
0
）
　
清
水
、
注
（
1
）
前
掲
書
、
一
二
九
一
＝
一
＝
頁
。

（
3
1
）
　
渡
辺
一
下
編
著
『
選
挙
と
議
席
配
分
の
制
度
』
（
成
文
堂
　
一
九
八
九
年
）
二
六
七
頁
に
よ
れ
ば
、
ド
ン
ト
（
貸
、
鵠
8
鼻
）
式
と
、
　
ヘ
ア
ー
・

　
　
ニ
イ
マ
イ
ヤ
ー
（
国
臼
Φ
＼
蜜
。
日
①
鴫
巽
）
式
は
表
1
5
の
よ
う
な
配
分
方
式
で
あ
る
。

比例代表制における阻止条項について

　表！5《ヘアー・ニイマイヤー式》と《ドント式》

有効投票数25000，A党10000，　B党8000，　C党4000，

D党3000票を各々獲得したとする。4党とも5％阻止
条項をクリアーしている。総議席数21として，ヘアー
・ニイマイヤー式とドント式に’よって議席を配分すれ

ば次のようになる。

　　　　　　〈ヘアー・ニイマイヤー式〉

・党10P11話21一・’0売21一｝・．1・・　8

・党8?器Ｌ8嘉21－i・・i72＋①・

C党4L♂1－4窮21－i・．i36　3

・党3?留一3売21－i・・i52＋①・

　　　　　　　　　　　　　　　1191　　　　　21

（
3
2
）
　
清
水
、
注
（
1
）
前
掲
書
、
一
三
一
－
一
四
〇
頁
。

（
3
3
）
　
切
く
。
㎏
お
国
讐
切
ρ
9
ρ
。
。
O
｛
：

　D党
3000⑦
1500⑮
1000

750

600

500

428

375

333

300

D党　2

幡
羅
。
。
。
。
6
6
π
。
・
姐
。
・
鎚

　
　
　
　
　
　
0
、
8
6
5
5
4
4

　
　
0
　
0
　
3

　
　
4
2
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C

命認
②
④
⑧
⑩
⑭
⑰
⑳
　
7

　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
ヨ
　
　
　
む
　
　
　
む

　
　
　
む
　
　

　
　
むド
B
O
O
6
0
0
3
4
0
8
0
党

く
　
8
0
・
4
0
2
6
2
0
1
6
1
3
1
1
1
0
8
8
B

　
⑦
③
⑥
⑨
⑩
⑬
⑯
⑲
⑳
　
9

党
0
0
3
0
0
6
8
0
1
0

A
O
O
O
O
3
3
5
0
0
0
6
6
4
2
2
5
1
1
0
0
党

　
1
0
5
3
2
2
1
1
1
1
1
A

除数

2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
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（
3
4
）
壽
目
。
5
9
。
’
ρ
・
ρ
（
§
噛
ω
●
串
①
①
．

（
5
3
）
出
監
タ
∪
。
⊆
ぎ
§
ω
薮
住
8
癖
⑦
§
葺
§
ミ
、
寒
b
§
ぎ
ミ
。
§
ミ
恥
旨
き
。
ω
窪
唇
く
①
膏
騨
目
㊤
登
ρ
§
－
㎜

　
　
0
8
．
∪
臼
ω
こ
。
げ
α
・
（
ω
㎝
）
讐
ド
㊤
お
噛
ω
．
ω
8
1
ら
O
①
．

（
3
6
）
　
表
3
以
外
の
諸
国
の
阻
止
条
項
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
全
国
レ
ベ
ル
で
八
％
条
項
。
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
選
挙
区

　
　
レ
ベ
ル
で
八
％
条
項
。
ジ
ン
バ
ブ
エ
、
選
挙
区
レ
ベ
ル
で
一
〇
％
条
項
。
ス
リ
ラ
ン
カ
、
選
挙
区
レ
ベ
ル
で
＝
一
・
五
％
条
項
。
小
林
、
注
（
1
4
）

　
　
前
掲
論
文
、
二
四
八
頁
、
注
（
1
）
、
参
照
。
こ
の
う
ち
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
、
一
九
八
三
年
一
〇
月
三
〇
日
の
民
政
移
管
の
た
め
の
総
選
挙
で
、

　
　
八
％
条
項
が
用
い
ら
れ
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
連
邦
下
院
二
五
四
議
席
中
、
二
一
二
議
席
を
占
め
た
急
進
党
と
＝
一
議
席
を
占
め
た
ペ
ロ
ン

　
　
党
と
の
二
主
要
政
党
制
と
、
明
ら
か
に
八
％
以
下
の
得
票
率
の
少
数
政
党
制
（
三
議
席
の
非
妥
協
党
な
ど
の
＝
一
議
席
）
が
成
立
し
て
い
る
。
日

　
　
本
経
済
新
聞
（
夕
刊
）
一
九
八
三
年
二
月
一
日
、
参
照
。

（
3
7
）
　
岡
沢
憲
芙
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
現
代
政
治
』
（
東
大
出
版
会
　
一
九
八
八
年
）
六
五
頁
。
岡
野
加
穂
留
『
世
界
の
議
会
5
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〔
H
〕
』

　
　
（
ぎ
ょ
う
せ
い
　
一
九
八
三
年
）
四
六
頁
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
四
％
条
項
は
、
シ
ス
テ
ム
が
《
統
治
責
任
能
力
》
を
確
保
す
る
た
め
の
政

　
　
治
保
険
で
あ
り
、
こ
の
制
度
は
、
少
数
意
見
、
小
党
の
議
会
進
出
を
妨
害
す
る
と
い
う
意
味
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
究
極
的
価
値
に
抵
触
す
る
。

　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
一
二
％
条
項
は
《
民
意
対
応
能
力
》
を
確
保
す
る
た
め
の
政
治
保
険
で
あ
り
、
全
国
的
な
世
論
市
場
に
は
未
だ
上
場
さ
れ
て
い

　
　
な
い
が
、
特
定
の
地
方
で
は
既
に
大
き
な
支
持
を
集
め
て
い
る
民
意
を
吸
収
す
る
た
め
の
、
少
数
意
見
吸
収
条
項
と
も
表
現
で
き
る
。
岡
沢
、
同

　
　
前
書
、
六
五
1
六
六
頁
、
参
照
。

（
3
8
）
　
一
五
％
条
項
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
政
党
状
況
を
も
と
に
し
て
、
困
母
一
≦
．
u
o
三
ω
島
＼
匂
。
嶺
Φ
一
．
u
o
ヨ
冒
o
q
⊆
①
N
＼

　
　
国
嘗
o
q
『
＝
①
ド
9
9
ミ
㌧
ミ
ミ
馬
器
O
s
ミ
嵩
ミ
§
警
、
ミ
ミ
畠
ミ
き
§
無
、
ミ
群
ミ
§
軋
譜
ミ
、
o
驚
鳶
≧
ミ
ご
誠
隣
］
≦
o
＝
o
q
匿
呂
竃
同
一
凶
昌
O
P

　
　
一
㊤
。
。
ピ
や
ト
。
ら
。
。
が
、
極
右
の
政
党
は
、
経
済
的
不
況
と
い
う
お
あ
つ
ら
え
向
き
の
状
況
下
で
も
一
五
％
を
越
え
る
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
な
く
、
ま

　
　
た
極
左
の
政
党
も
、
五
％
を
大
き
く
越
え
る
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
な
い
、
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
首
肯
で
き
よ
う
。

（
3
9
）
　
「
二
と
二
分
の
一
政
党
制
（
、
、
薯
。
山
ロ
争
9
・
1
冨
一
｛
ら
母
曙
．
、
遷
ω
冨
ヨ
）
」
　
と
い
う
名
辞
は
、
小
林
、
注
（
1
4
）
前
掲
論
文
、
二
四
一
頁
お
よ
び

　
　
U
o
信
冨
。
げ
＼
U
o
ヨ
冒
o
q
o
偉
N
＼
出
。
ざ
P
勲
9
・
O
．
（
Q
O
o
。
）
り
O
面
心
㊤
に
よ
っ
た
。

（
4
0
）
　
↓
・
国
ω
。
げ
。
昌
σ
霞
o
q
噂
b
蕊
寄
覧
ミ
§
拳
玉
い
鷺
ミ
職
ミ
し
u
沁
や
阿
部
照
哉
訳
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
統
治
体
制
」
『
法
学
論
叢
』
第
八
○
巻

　
　
三
号
、
四
頁
お
よ
び
清
水
、
注
（
1
）
前
掲
書
、
　
一
四
二
頁
。



比例代表制における阻止条項について

（
4
1
）
　
な
お
、
渡
辺
、
注
（
3
1
）
前
掲
書
、
一
四
一
頁
に
お
い
て
、
C
D
U
／
C
S
U
と
S
P
D
と
い
う
二
大
政
党
が
織
り
成
す
「
《
二
政
党
集
団
制
》

　
　
が
五
％
条
項
の
結
果
で
は
な
か
っ
た
点
に
こ
そ
、
連
邦
共
和
国
の
政
党
制
、
政
治
制
度
の
安
定
の
基
盤
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
」

　
　
と
い
う
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

（
4
2
）
　
こ
の
憲
法
起
草
委
員
会
は
、
一
九
四
六
年
二
月
四
日
置
米
国
軍
司
令
部
の
命
令
に
基
づ
い
て
、
＝
一
人
の
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
委
員

　
　
長
は
ガ
イ
ラ
ー
（
一
（
四
『
一
　
（
｝
O
一
一
〇
門
）
州
首
相
（
無
党
派
）
、
副
委
員
長
ヒ
ル
ベ
ル
ト
（
≦
臼
製
革
国
一
ピ
Φ
腎
）
川
副
首
相
（
C
D
U
）
、
以
下
、
ヴ
ェ

　
　
ネ
ダ
イ
（
出
国
口
。
。
＜
①
け
Φ
住
畠
）
州
内
相
（
S
P
D
）
、
ツ
イ
ン
（
○
Φ
o
轟
b
二
〇
q
信
珍
N
貯
昌
）
州
法
相
（
S
P
D
）
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ト
（
ω
毛
p
二
）
次

　
　
官
、
ベ
ル
ク
シ
ュ
ト
レ
ー
サ
ー
（
ピ
＆
註
o
q
ゆ
①
お
ω
け
＆
ω
ω
①
h
）
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
市
政
府
長
官
（
S
P
D
）
、
　
ホ
ッ
ホ
（
閃
鰹
N
国
o
o
げ
）
カ
ッ

　
　
セ
ル
市
政
府
長
官
（
S
P
D
）
、
ブ
ラ
ウ
ム
（
国
離
二
b
ロ
一
9
。
ロ
ヨ
）
市
長
（
C
D
U
）
、
イ
エ
リ
ネ
ク
（
≦
巴
2
匂
。
＝
冒
Φ
吋
）
教
授
、
ヴ
ォ
ス
ラ
ー

　
　
（
＜
o
鯉
霞
）
教
授
、
バ
ウ
ァ
（
い
8
b
d
四
ロ
Φ
『
”
K
P
D
）
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
（
口
Φ
言
ユ
O
ず
く
8
切
お
ロ
巳
昌
O
）
弁
護
士
（
C
D
U
）
、
　
ノ
ア
ッ
ク

　
　
（
Z
o
p
o
犀
）
担
当
官
、
　
ヴ
ァ
イ
ソ
ハ
ウ
ゼ
ソ
（
≦
o
ぢ
ゴ
p
。
霧
Φ
口
）
弁
理
士
で
あ
る
。
　
O
P
O
■
〉
・
N
ぢ
P
、
．
国
ぎ
津
ゴ
三
昌
。
身
、
．
噛
ω
．
目
9
｝
ロ
ヨ
・
b
o
周

　
　
N
言
昌
＼
◎
D
け
虫
P
僧
簿
●
O
・
（
卜
⊃
占
員
）
・

（
4
3
）
　
国
ユ
蝉
三
臼
障
昌
ひ
q
①
口
N
信
ヨ
国
艮
≦
口
獄
Φ
言
重
く
。
臨
器
㎝
元
口
o
q
h
酵
閏
Φ
ω
ω
o
P
旨
巴
お
ら
9
言
u
芝
Φ
白
田
①
さ
餌
．
帥
・
ρ
（
δ
）
晒
ω
．
①
？
①
S

（
4
4
）
　
ミ
崇
鑓
葺
く
・
切
a
印
ロ
9
ぎ
、
、
望
①
＜
①
ほ
霧
ω
ロ
け
α
q
α
Φ
ω
い
降
。
口
傷
①
ω
．
出
①
。
・
ω
①
蒔
く
。
旨
H
・
U
①
N
Φ
ヨ
σ
2
巳
＆
、
ド
誉
ミ
葺
§
§
賄
§
ミ
ミ
》
§

　
　
沁
零
ミ
防
（
鳶
沁
）
圃
切
9
G
Q
噂
H
㊤
㎝
も
ウ
矯
ω
●
卜
⊃
b
Q
ト
つ
・

（
4
5
）
　
勺
｛
o
宏
。
互
9
●
m
．
O
●
（
目
ω
）
噛
ω
冒
ω
⑩
㎝
・

（
4
6
）
　
寄
鷺
ミ
§
鷺
ミ
ミ
二
巴
ミ
物
鴨
匪
賊
ミ
§
唆
ミ
ミ
鷺
鴨
ミ
O
ミ
吟
切
ミ
§
り
H
逡
9
ω
陰
悼
。
。
。
。
．
国
ヨ
ω
け
図
口
島
。
瓢
口
自
α
0
5
0
ミ
ミ
§
§
ミ
勲
§
冴
、
8
ミ

　
　
“
馬
、
〉
「
恥
鷲
窒
馬
計
b
d
q
・
卜
⊇
鴇
U
戸
客
・
】
≦
帥
茸
ゲ
冨
ω
①
ロ
節
O
o
こ
一
㊤
α
一
層
ω
・
ω
幽
W
●

（
4
7
）
国
道
ψ
Z
ρ
憲
ρ
終
ミ
ρ
餌
蕩
ピ
窪
ω
ω
Φ
ご
⇔
♂
ぎ
魯
鴇
§
吋
職
跨
肉
、
恥
韓
§
悼
禽
し
ロ
亀
ミ
嵩
ぎ
§
蝉
b
畳
語
ミ
守
ミ
N
家
並
国
五
霞
ω
帯
一
口

　
　
く
臼
冨
o
q
層
ド
虐
つ
。
－
ω
・
。
。
ρ
　
一
九
七
三
年
の
改
正
に
よ
り
、
し
か
し
、
こ
の
一
選
挙
区
連
合
で
一
〇
％
の
得
票
を
要
す
る
、
と
い
う
選
挙
区
連
合
を

　
　
基
準
と
し
た
一
〇
％
条
項
は
、
通
常
の
、
全
領
域
の
得
票
の
五
％
を
要
す
る
と
い
う
、
五
％
条
項
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
O
｛
・
国
．

　
　
Z
”
ヨ
器
犀
ミ
O
．
ピ
。
臣
ω
臼
＼
国
冒
O
o
旨
。
さ
b
貯
蕎
さ
器
§
鴫
譜
勃
、
、
無
恥
鷺
ミ
翁
切
亀
ミ
ミ
映
。
ミ
ミ
§
、
ミ
ー
ト
σ
・
》
暮
r
呂
δ
刈
9
0
・
国
・

　
　
ヒ
6
8
犀
．
ω
o
げ
。
＜
①
ユ
帥
σ
q
ω
げ
舜
。
犀
げ
p
昌
巳
賃
ロ
o
q
．
》
直
m
q
ロ
曾
δ
“
9
．
．
b
轟
●
匡
－
、
（
】
）
さ
国
9
ユ
ω
o
げ
ミ
。
茜
。
「
）
讐
ω
●
b
り
輝
扇
－
置
・

（
4
8
）
　
不
信
任
投
票
は
、
　
一
週
間
以
内
に
同
じ
多
数
派
が
新
し
い
州
首
相
を
指
名
し
な
い
場
合
に
は
、
無
効
に
な
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
　
O
h
・
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勺
｛
o
冨
。
買
⇔
●
9
。
．
O
・
（
δ
）
層
の
」
悼
㎝
●
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．
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①
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＜
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刈
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（
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げ
畠
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〇
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O
為
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（
5
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国
お
α
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．
く
幽
傷
。
『
日
差
住
。
ω
器
暮
H
包
o
h
貯
℃
9
三
ω
o
冨
田
呈
露
昌
σ
q
切
銭
①
㌣
芝
葺
e
8
ヨ
げ
。
茜
糟
唄
§
織
ミ
鱒
§
§
魁
ミ
旨
ミ
ミ
§
吋
ミ
ミ
§
ミ
。
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神
ミ
職
象
魯
§
、
賢
、
ミ
ミ
馬
ミ
層
内
。
昌
箪
匹
目
『
①
δ
ω
＜
①
ユ
㊤
o
q
層
δ
c
Q
b
っ
》
ω
■
卜
⊃
朝
蔭
・

（
6
0
）
沁
恥
讐
ミ
§
題
ミ
ミ
同
職
ミ
淘
轟
馬
ミ
§
領
ミ
ミ
隔
欝
ミ
O
ミ
咋
㎞
ミ
§
鰯
H
逡
9
ω
・
H
早
戸
（
H
①
H
）
耀
H
δ
h
．
（
冨
0
）
魑
b
O
自
讐
卜
⊃
刈
唄
h
’
（
b
O
G
。
ω
）
●

（
6
1
）
　
≦
Φ
昌
昌
⑦
5
9
．
p
。
・
ρ
（
ド
①
y
ω
．
刈
卜
⊃
・

（
6
2
）
　
切
く
①
鼠
O
国
、
図
8
H
O
｛
：
一
九
六
九
年
七
月
一
六
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
の
判
決
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
お
け
る
選
挙
区
連
合
を
基
準

　
　
と
し
た
一
〇
％
条
項
（
バ
イ
エ
ル
ン
州
憲
法
一
四
条
四
項
）
を
訴
え
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
F
D
P
の
訴
え
を
却
下
し
た
。

（
6
3
）
　
一
九
六
八
年
の
N
P
D
の
議
会
進
出
に
際
し
て
は
、
一
九
六
七
年
の
経
済
成
長
率
が
マ
イ
ナ
ス
○
・
二
％
で
あ
り
、
失
業
者
が
七
〇
万
人
（
通

　
　
常
は
二
〇
万
人
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
一
因
で
あ
っ
た
と
、
言
わ
れ
て
い
る
。
加
藤
雅
彦
『
ド
イ
ツ
と
ド
イ
ツ
人
』
　
（
N
H
K
　
一
九
七
六
年
）

　
　
＝
六
頁
。
国
σ
Φ
＝
昌
o
q
＼
国
岳
①
艮
9
9
b
譜
沁
鳴
、
亀
き
ミ
馬
園
ミ
隣
§
頓
§
ミ
タ
≦
o
ω
8
同
ヨ
き
戸
切
望
・
心
層
一
㊤
◎
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即
ω
．
b
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ω
卜
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瀬
・
松
訳
『
全
訳
世
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の
歴
史
教
科
書
シ
リ
ー
ズ
ー
5
　
西
ド
イ
ツ
W
』
（
帝
国
書
院
　
一
九
八
二
年
）
一
九
二
頁
、
参
照
。
政
治
学
的
に
は
、
N
P
D
の
議
会
進
出
の

　
　
原
因
は
、
野
党
の
不
在
に
あ
る
。
一
九
六
六
年
＝
一
月
に
成
立
し
た
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
・
プ
ラ
ン
ト
C
D
U
／
C
S
U
・
S
P
D
内
閣
に
お
い
て

　
　
は
、
与
党
C
D
U
／
C
S
U
二
四
五
議
席
、
与
党
S
P
D
二
〇
二
議
席
に
対
し
て
、
唯
一
の
野
党
F
D
P
四
九
議
席
が
対
峙
し
た
た
め
、
議
会
野



比例代表制における阻止条項について

　
　
党
の
政
府
与
党
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
が
著
し
く
低
下
し
、
現
状
に
不
満
な
選
挙
民
が
自
ら
の
代
弁
者
を
N
P
D
に
求
め
た
た
め
で
あ
っ
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藤
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刈
Q
O
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・

（
6
7
）
　
三
乗
の
法
則
に
つ
い
て
は
、
西
平
重
喜
『
比
例
代
表
制
』
（
中
央
公
論
社
　
一
九
八
一
年
）
四
七
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五
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頁
、
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照
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（
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昌
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①
y
ω
．
刈
心
讐
♂
u
＞
昌
旨
．
＆
・

（
6
9
）
　
国
げ
q
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ω
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b
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嫡
〉
ロ
ヨ
口
口
O
・
西
ベ
ル
リ
ン
市
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
、
ブ
レ
ー
メ
ン
市
に
は
町
村
、
群
は
存
在
し
な
い
。
シ
ュ
レ
ー
ス
ビ
ッ

　
　
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ァ
ル
ツ
州
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
に
は

　
　
五
％
条
項
が
、
地
方
自
治
体
選
挙
法
上
存
在
す
る
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
州
市
町
村
選
挙
法
の
五
％
条
項
は
、
一
九
五
七
年
一

　
　
月
二
三
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
に
よ
っ
て
、
合
憲
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
判
決
に
よ
れ
ば
、
事
物
に
即
し
た
全
機
関
の
決
定
が
、
市
町
村
議

　
　
会
に
お
け
る
泡
秣
政
党
化
に
よ
っ
て
危
機
に
陥
り
う
る
の
で
あ
り
、
よ
り
明
確
に
U
・
ヴ
ェ
ナ
ー
に
よ
っ
て
換
言
す
れ
ぽ
、
州
と
ル
ー
ル
地
方
の

　
　
政
党
上
の
同
一
構
成
（
O
一
〇
8
冨
。
冨
一
ε
昌
o
q
”
画
一
化
）
は
意
味
が
あ
り
、
州
議
会
に
代
表
を
送
っ
て
い
な
い
政
党
と
の
、
市
町
村
参
事
会
で
の

　
　
共
同
行
動
は
、
有
害
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
O
P
国
げ
ら
こ
ω
面
O
野
し
か
し
、
現
実
に
は
市
町
村
選
挙
で
州
議
会
に
代
表
を
送
っ
て
い
な
い
政

　
　
党
が
議
席
を
得
る
の
は
、
至
難
の
業
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
地
方
議
会
選
挙
で
は
三
一
〇
％
を
自
由
選
挙
人
団
（
聞
「
o
δ
≦
餌
星
羅
o
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o
ヨ
虫
昌
・

　
　
ω
。
げ
き
）
な
ど
の
選
挙
人
集
団
が
獲
得
し
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ヴ
ュ
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ル
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方
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由
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四
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率
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一
四
・
一
％
の
議
席
率
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一
九
七
九
年
に
、
一
六
・
七
％
の
得
票
率
で
一
六
・
八
％
の
議
席
率
を
一

　
　
九
八
四
年
置
、
そ
れ
ぞ
れ
獲
得
し
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
市
町
村
選
挙
で
も
、
七
六
〇
五
議
席
の
C
D
U
、
五
九
一
二
議
席
の
S
P
D
に
荒
い

　
　
で
一
八
一
二
議
席
を
選
挙
人
集
団
が
一
九
八
六
年
に
獲
得
し
、
三
州
と
も
第
三
党
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
る
。
し
か
し
、
市
町
村
に
お
い
て
絶
対
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賑
o
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）
グ
ル
ー
プ
の
み
で
あ
り
、
比
較
第
一
党
の
地
位
を
占
め
て
い
る
の
も
同
州
の
自
由
選
挙
人
同
盟
の
二
市
町
村
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
の



　
　
市
町
村
で
は
い
ず
れ
も
、
C
D
U
／
C
S
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な
い
し
S
P
D
が
第
一
党
を
占
有
し
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い
る
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の
こ
と
か
ら
言
え
る
こ
と
は
・
現
実
に
は
・
C
D
U
／
C
S
U
な
い
し
S
P
D
以
外
の
政
党
が
市
町
村
な
四

　
　
い
し
郡
レ
ベ
ル
で
政
権
を
担
当
し
、
し
か
も
か
か
る
市
町
村
参
事
会
が
州
議
会
に
楯
突
く
ケ
ー
ス
は
稀
有
で
あ
り
、
前
述
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所

　
　
の
判
決
は
、
思
考
上
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
、
小
数
例
外
政
党
に
対
す
る
過
剰
防
衛
反
応
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
逆
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の

　
　
事
実
は
そ
れ
だ
け
、
ド
イ
ツ
人
の
泡
沫
政
党
に
対
す
る
恐
怖
が
大
き
い
こ
と
を
、
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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①
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．
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①
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①
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①
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①
●

（
8
0
）
　
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ァ
ル
ツ
憲
法
八
○
条
四
項
の
阻
止
条
項
は
、
　
「
過
激
と
自
称
す
る
政
党
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
、
公
然
と
宣
伝
さ
れ
た

　
　
も
の
」
で
あ
っ
た
。
　
O
h
．
≦
①
目
。
ご
僧
鋤
・
O
．
（
一
①
）
層
ω
為
①
為
。
。
●
な
お
同
州
憲
法
の
授
権
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
五
％
条
項
が
適
用
さ
れ

　
　
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
の
第
二
回
州
選
挙
の
時
で
あ
っ
た
。
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げ
畠
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Φ
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．
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．
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蕊
遮
。
。
ミ
。
。
。
。
噛
ω
．
＝
ト
っ
山
駆
刈
（
＝
心
）
・

（
8
4
）
　
小
林
、
注
（
1
5
）
前
掲
論
文
、
二
四
七
頁
、
参
照
。



比例代表制における阻止条項について

（
8
5
）
　
岡
沢
、
注
（
3
7
1
1
）
前
掲
書
、
八
五
頁
。

（
8
6
）
　
一
九
七
六
年
以
降
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
重
要
な
政
権
交
代
が
六
度
発
生
し
た
。

　
　
　
一
九
七
六
年
一
社
民
党
が
選
挙
で
後
退
し
、
四
四
年
半
り
に
政
権
の
座
か
ら
下
り
た
。
中
央
党
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ン
を
首
班
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ

　
　
ワ
三
党
連
合
政
権
が
誕
生
し
た
（
第
一
次
フ
ェ
ル
デ
ィ
ン
政
権
）
。

　
　
　
一
九
七
八
年
秋
ー
フ
ェ
ル
デ
ィ
ソ
首
相
が
原
子
力
開
発
問
題
で
閣
内
不
統
一
に
陥
り
、
政
権
を
投
出
し
た
。
0
・
ウ
ル
ス
チ
ン
国
民
党
党
首

　
　
を
首
班
と
す
る
国
民
党
単
独
少
数
党
政
権
が
誕
生
し
た
。

　
　
　
一
九
七
九
年
一
議
会
選
挙
の
結
果
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
ブ
ロ
ッ
ク
が
連
勝
。
各
政
党
代
表
と
議
長
の
折
衝
協
議
の
結
果
、
0
・
ウ
ル
ス
チ
ン
が

　
　
退
陣
。
フ
ェ
ル
デ
ィ
ン
首
班
の
第
二
次
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
三
党
連
合
政
権
が
誕
生
（
第
二
次
フ
ェ
ル
デ
ィ
ン
政
権
）
。

　
　
　
一
九
八
○
年
春
一
穏
健
統
一
党
が
経
済
政
策
に
関
す
る
意
見
不
一
致
を
理
由
に
閣
外
離
脱
。
フ
ェ
ル
デ
ィ
ン
首
相
が
中
央
・
国
民
両
党
の
二

　
　
党
連
合
政
権
を
形
成
（
第
三
次
フ
ェ
ル
デ
ィ
ソ
政
権
）
。

　
　
　
一
九
八
二
年
一
議
会
選
挙
で
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
ブ
ロ
ッ
ク
が
敗
北
。
社
民
党
が
政
権
に
復
帰
。
0
・
パ
ル
メ
が
六
年
ぶ
り
に
政
権
担
当
。

　
　
　
一
九
八
六
年
春
－
一
九
八
五
年
選
挙
で
連
勝
し
た
パ
ル
メ
首
相
が
突
然
暗
殺
さ
れ
、
後
継
首
相
に
一
・
カ
ー
ル
ソ
ン
が
指
名
さ
れ
た
。
岡

　
　
沢
、
注
（
3
7
－
1
）
前
掲
書
、
一
五
九
一
一
六
〇
頁
、
参
照
。
こ
の
よ
う
に
、
議
会
多
数
派
に
基
づ
く
政
権
で
な
く
、
少
数
政
党
政
権
で
あ
っ
て

　
　
も
有
効
に
機
能
し
う
る
と
こ
ろ
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
治
の
安
定
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
8
7
）
岡
野
、
注
（
3
7
1
H
）
前
掲
書
、
一
五
一
お
よ
び
一
五
三
頁
。

（
8
8
）
　
岡
野
、
注
（
3
7
1
亜
）
前
掲
書
、
一
五
三
頁
。

（
8
9
）
　
百
瀬
宏
『
北
欧
現
代
史
』
（
山
川
出
版
社
　
一
九
八
○
年
）
三
四
二
⊥
二
四
三
頁
。

（
9
0
）
　
真
鍋
一
史
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
六
〇
、
六
二
、
六
四
－
六
五
頁
、
飯
坂
・
清
水
・
堀
江
・
宮
里
編
『
世
界
政
治
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
　
（
有
斐
閣
　
一

　
　
九
八
二
年
）
。

（
9
1
）
　
目
0
8
民
Z
o
三
①
戸
ミ
貸
ミ
こ
き
牒
§
職
窓
適
職
§
超
肋
欝
ミ
ー
冨
ω
冨
＋
切
信
住
ユ
0
7
一
〇
Q
。
①
唱
ω
」
胡
よ
・

（
9
2
）
　
国
匿
二
ω
」
誤
・

（
9
3
）
国
σ
α
・
ω
と
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
9
4
）
　
㌍
茸
昌
①
o
閃
＼
国
8
0
き
鉾
9
。
・
ρ
（
卜
。
－
目
ソ
ω
」
9


